
第6輩行動計覇

第6重量では、計磁期間内に具体的な対策を実行・展開していくための行動項尽

を、 f災害予防・減災対策j、 f発災前の夜前対策及び発災後対策j、 f復！日・復興

対策Jの5寺院車由に沿って示しています。

ここに掲げた行動項目が、本計画におけるすべての取総となります。

【行動項目の記載例】

行動環毘・0000000000 ※1

主担当部

※7 

0000000000000。※2

現状
(26年度末）

（｛邑の取組主体）

※8 
000※3 I ※4 

※1 行動瑛毘

※2 取組内容

※3 包榛項回

※4 現状

具体的な取組（行動）の名称を記載。

第5牽の「書課題解決に向けた重点的取組j において、「E重点行

動項医Jlこ位草壁づけた行動項目については、項隠名の後に｛重

点］と記載。

また、第4寧「2 三重県議青地震・津波対策行動計i怒との関係j

の記載事項に基づき、以下の区分により行動項目を整環。

( i ）「三重県新地燦・津波対策行動計画Jの掲載内答（項盟名、取線

内君主、目様項隠毒事）から修正を行う必要がない行動項呂について

は、そのまま本計額に転記。

（担） r三E重県新地震・津波対策行動計限jの掲載内容から軽微な修正

（語句の修1E等）を行えば、風水害対策として有効な行動項目に

ついては、その修正を行い本計阪に掲載。

（田）「三E重県新地燦・津波対策行動計画jに掲載したものの、改めて

風水害対策として絞本的に見直すことが必婆な行動項目について

は、その見渡しを行い本計画に掲殺。

(iv）「三重県新地震・津波対策行動計爾Jでは掲載しなかった、ある

ドは、風水害対策として特有の行動項自については、新たに本言十

闘に掲載。

当該行動項目にかかる県の主な取組内容を記載。

取組内2まの進捗さと把握するための殴燦項目を記載。

関榛項医の現状（平成 26年度末実績）を、数億あるいは定役

的表現で記載。

なお、現時点で、平成 26年度末実綴の恕援が腐葉監なものにつ

いて、招握可能な最新年度の数値を用いた場合は「（00年度

末）J等と記載。
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※6 回＋票（27年度末〉

※6 8襟（29年度末〉

※7 主担当部

※8 ｛協の取組主体

目標項隠の平成 27年度末での状態、 1年間の取総量や毎年の

取総量、 1年後の進捗喜界等を、数｛底あるいは主主性的表現で記載。

闘機項尽の平成 29年度末での状態、 3年隠の取組長をや毎年の

取組量、 3年後の進捗率等を、数億あるいは定性的表現で記載。

中心となって担当する燥の担当音~を記載。
！県以外の耳主総主体を、第3殺の rz それぞれの取組主体に期

待される役割Jにて整理した区分をふまえ、次により記載。

県民 県民一人ひと号、自主防災組織、ボランティアなど

事業者企業、援療法人、牢校法人など

市町 市町（各部課、教育委員会、消防本部など）

〉なお、それぞれの行動項隠については、現時点で確定しているものではなく、今後の予算
調整等を経て、確定に向けた務整を進めていくものとします。
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災害予防圃減災対策1 

風水害被害は、毎年のように全国に限らず県内でも発生しています。

台風や大雨など気象現象そのものの発生を妨ぐことはできませんが、事前の

対策を行うことで、ちだらされる被害を未然に紡いだり軽減することはできま

す。
普段から、風水害についての知識を身につけ理解を深めたり、地域防災の核

となる人材を湾成し活用を図ることで、県民の皆さんの迅速かつ的確な避難行

動に結びつけるほか、風水害に備えるだめの慕緩施設の整備や改修、維持管理

を効率的・効果的に行うなど、毒事実に対策を推進することが必要です。

「県民の防災行動の促進J、「防災人材の育成・活用j、「風水警に強いまちづ

くりの挺進jなど、平自奇からの備えに万全を期すことにより、災害からの予妨

効果、 j戚災効果を発現させるため、事前に講ずべき対策を進めます。

県民の防災行動の促進

防災人材の育成・活用

防災教育の推進

災害時婆援護者への支援〈予防対策〉

風水害に強いまちづくりの推進（水害・高潮対策〉

風水害に強いまちづくりの推進（土砂災害苅策〉

企業防災活動の促進

1

2

3

4

5

6

7

 
( 1 ）嬢民の妨災行動の促進

風水害の発生時、県民の皆さんが自らの判断で的確な避難行動をとれるよ
うになるためには、事官官に自分が住むまちゃ地域で起こりうる風水害のリス
クを知ったり、気象台等が発表する防災気象情報や市町等から提供される避
難情報の意味を理解するなど、啓発や学習の機会を遜じて、日頃から高い防

災意識を奮している必要があります。
また、孤立の発生やライフライジ1｝停まつだときに備えての飽人備蓄の促

進や、地域で実施される訓練への参加など、積極的な防災行動も必要です。
市町や地域等と協力しながら、風水害に関する防災講話の実施や防災シン

ポジウムの開催などさまざまな手段と塚所で、県民の皆さんの防災意識を高

めるだめの取組を進めます。
まだ、避難所運営訓練など県民の皆さんが参画する訓練を実施するなど、
県民の皆さんの~JJ災行動を促進するための取組ち進めます。
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障風水害！こ関する防災啓発の推進 [jj重点l(iv) 

自分の｛主むまちが起こりうる風水害車リスクについての竣解や、防災気象

情報が持つ意味についての理解など、9泉氏に対して風水害喜に関する紡災草害

発を実施する。

ぷ
；
〉
一
間
出
一
年

状
F

H

H

一
断

定
期
ま
…

1

心人
UJ
宋
咽

回
開
度
一
成

員一時
i

即
断
一
回

襟
皮
一
日
初

回
均の，‘

啓発回数（累昔十）

風水害シンポジウム・セミナーの開

催数
3回／年 3回／年

紡災対策部

（他の取組主体）

l県民

事業者

市町

E停電、断水、道路途絶等に備えるための傍人備護の促進【震点｝（凶 I I坊災対策部

発災夜後に地域で自活する備えとして、水や食料など個人俄蓄にかかる！（他の耳級主体）

意識の浸透と定義をめざして、啓発活動を実施する。 ｜ 事業者

市町

35回

（欝定値）
80回 120回

防災対策部• r防災みえ jpJ メール配信サーピ、ス等への加入促進［重点｝（刀）

「妨災みえ jpJメーノレ配信サービスは、気象聖子報・主主意報のほか河川

水佼情報等、多数の気象情報を配信していることから、よ泉氏の迅速な避難

行動を促すため、当該メール配信サーどスへの加入促進を図る。また、メ

ール配傍サービス以外に、利用可能な多様な手段を活用し情報を提供す

る。

メール配信ザービス主主録者数
人
刻
一
方
手

川
町
げ
一
切
務

山
川
引
一
ぬ
の
討

小
品
似
一
概
検

情報提供

50,000人

提供のあり方

検討完了

50,000人

多様な手段による情報提供
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・市町が取り組む『洪水ハザードマップJの作成支媛［:!ll:点｝（町）
市町が主体的に取り組む「淡水ハザードマップjの作成について、地域

減災対策推進事業の洪水・土砂災寮避難対策により支援を行う。

防災対策部

（他の取締主体）

市町

…一宇閏襟王、
(27年度末ド

8市町

図様丸一
…＜（29年度末）一

14市町

現状、ご
注目援護L

5市町

・市町が取り組む r1均71<ハザードマップjの作成支援 (iv) ｜県土繋係部

雨水が下水道や河川などに排水できないことから発生する浸水及び滋 I＜他の数組主体）
難に関する隊報を住民に提供し、平常時から住民の自助意識や防災意識の j 市町

醸成を図るため、市町が公表する「内水ノ＼ザードマップjの作成について

支援を行う。

現状三～
(26年度末）…

2市町

山心困撲じム＼
刈27年度末ド子I

3市町

口問襟
(29年度末1…

5布陣T

阪市町が取り組む「土砂災害ハザードマップjの作成支援【重点l(iv) ｜防災対策部

市町が主体的に取り組む「土砂災苦手ノ、ザードマップj の作成について、｜（他の取組主体）

地域減災対策推進事業の洪水・土砂災害避難対策により支援を行う。 ｜ 
I 市町

～ 図様、三
(27宅藍茎と

9市町

時
一
一
明

現状一三
(26年度来）～

7市町

・防災シンポジウム・講演会の開催・参加促進は） ｜防災対策部

防災シンポジウムを話題依するとともに、市町等が実施する講演会に人的｜（他の取総主体）

支援を行い、関｛艇を促進する。 I i県民

'o• ：：.現状：·······•·！.）長標山 J;uγ国篠山
(26年俊末i;Iぺ（27年度およIi29年度粉、子

市岡了・企業等と連携したシンポジウ i ｜ 
I 1,050人／年［ l,100人／年

ムの関僚による参加人数 ' ' 

市町
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調出前トーク等による俊民への周知事事発行）

t封書官トーク等の実施により住民への周知啓発を行う。

ど荷主者 ~JT：三目護－；：：； i··i ＜·•·図様てぇ
辺住魅ji<I ミ（幻闘いn:c~阻己

430沼

（欝:<Ei車）
600問 900回

醤マスメディアを活用した防災啓発の実筋（ i ) 

防災に関する県民の「意識Jを f行動Jに結びつけていくため、「防災

の日常化Jを意識した紡災啓発について、マスメディアを活用して発信す

る。

ィ：コ現状で丸山
二日（26年度末〉

31羽以上！fl

r官房三…
回受援烹L
3回以上！fl

・外国人住民を対象とした防災啓発の実施行）

外国人住民向けの防災司11綴を市町、市町周際交流協会、外医人労働者を

月重用する食業等さまさfまな主体と連携して実施する。また、こうした取級

を、市町で縦続し、日本人住民と外悶入住民のより良い際係づくりや、将

来災2害時に地域の支援者となりうる外国人住民の育成につなげる。

外国人住民を対委員とした防災都練

実施回数

選長団長li:ll沼ふ
2閲／年 2間以上／年12回以上／年

瞳総合防災訓練（実動訓練）の実施［］重点l( i ) 

東日本大震災及び紀伊半島大水苦手の課題をふまえ、「司II練でできないこ

とはいざ災害の特にも絶対にできないjという視点から、住民参加による

防災カの向上及び防災関係機関等相五の連携を強化しつつ、地域繰是費や主重

点的に取り総むべき課題などテーマに応じた実践的な訓練を実絡する。

主連奈川（~~~藍三出塁~
1回／年i l回／年 I 1回／年
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防災対策部

（他の取総主体）

市町

防災対策部

環境生活部

（他の取組主体）

県民

事業者

市町

防災対策部

（他の取総主体）

県民

事業者

市町



聞三重霊祭避難所運営マニュアル策定指針の活用促進｛重点l( i ) i防災対策部

東日本大震災の教習l陪ふまえ、さまさ、まな避難者lこ対応するため、平成！（他の取組主体）

24年度に改定した f三重県避難所運営マニュアノレ策定指針j の1活用促進｜ 県民

を図る。 I 事業者

市町

8市町｜ 15市町 i 29市町

聞みえの防災大賞の実施行） 防災対策部

自主的な防災活動を行っている間体について、その活動内容をき捷彩し、 I＜他の取総主体）
周知を図ることにより、活動の活性化を促進する。 I 県民

事業者

…
一
む
一
年

模
事
宙

開
口
均
一

1

…〕白糠川
ゃ(29年度末）

1回／年

市町
～、現状悦三

山（26年度末）

1回／司王

’E鏑人備蓄蓄など災害時の緊急物資等における備蓄のあり方検討（ i ) ！紡災対策部

支援物資と備蓄物資の役割分担、個人備蓄と公的備蓄の分扱割合（個

人備議のあり方、公約備蓄寄の必要数量等）、いざ災害発生という場合の

円滑な供給方法等について検討をi鎮める。

災害'ta寺の緊急物資等の備事蓄に関

する指針の策定

江川現状三・・・・・・・
に（26年度末？三

策定完了

腿三重県総合博物館や三重燥立図書館等と連携した防災啓発の実施（滋lI防災対策部

！尼重量生徒きとはじめ県民の防災に思号する学習~I活動を支援するため、三重県！環境生活部

総合博物館や三重県立E塁審館等と連携した啓発を実主証する。

啓発素材作成件数（累計）

啓発展示等実筋件数（累計）

：
献
一
刻

包
年
一i
 

j

九
一
～
内
4

一

一d
…ι
f

、一
一一一粉砕

掴
間
一
度

回年一i
 

i
 H牛

(25年度末）
2件 4f牛
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• rみえ防災・減災アーカイブjの充実 I議点J(iv) i防災対策部

平成 26年度に構築した「みえ防災・減災アーカイブj について、伊勢｜（他の取緩主体）

湾台風、平成 16年台風第21号による豪雨災害、紀伊半島大水害といった｜ 県民

過去の災害情報を収集するなど、市町や地域、県民の防災カ向上の取総に i 制］

活用できるよう、内容の充実を図る。

“目標 目標b
d "(27年末 29年末）

21牛 41キ
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(2）防災人材の育成・活用

地域の防災力を高めるためには、防災に関する専門的な知識を持つだ人材

や、地域で率先して行動することができる人材を育成する必要があります。

まだ、これまで育成してきだ防災人材が、地域の防災活動を支援できるよ

う、人材活用の仕組みち!J))'1婆です。
県と大学が共同で設立しだ「みえ防災・減災センター」を通じで、防災人

材の育成と活用、新だな人材資源の発掘、防災人材の連携と交流など、市町、
地域、企業支援等！こ取り組んでいきます。

• rみえ防災・滅災センターjによるi防災人材等リソースの活煎 （温）

三重量県と三重大学が共同で設立した「みえ防災・減災センターjを通じ

て、市町や企業、県内｛也大学との連携・参闘を進めながら、それらそ結び

つける「防災ハブ機能Jを持たせるとともに、他県や淘の研究機関等とも

遼携し、県内外のリソース念集結して fシンクタンク機能jも持たせなが

ら、防災人材の育成と活用、宮路査研究、情報の収集と発信、地域・企業支

援等に取り紛む。

民；書室長：:i：ゐ号苦手三•1I~~~~：i}
新たに育成した人材が地域等を支ド甲（；土人13聞／年・人i3回／年・人
援した回数 I 暫j

・市町職員に対する実践的な研修カリキュラムの提供と実施｛議点J(iv) 

市町職員が災答対応全体会需主握できる能力を身につけることができる

よう、実践的な研修を実施することにより、地域の防災・減災カの底上げ

を関る。

間：現状三：：［＠自標弘司：氏自緩前
向（26年度末 ... 2 ＇・＇年渡来伝長／：.（ 29年度宋ト

1閏年 1回／年i I回／年

防災対策部

（他の取綴主体）

県民

事業者

市町

妨災対策部

（他の取組主体）

市町

園地域防災力の中核を担う；隊紡団の充実’強化［重点J(iv) ｜防災対策部

消防団への加入の促進、 i向i治団員の処遇の改善善、消防医の装備の改善及 Ic他の取綴主体）
び消妨団長の教育訓練の改善により消防聞の強化会隠るとともに、地域に i 市町

おける防災体制の強化を図るο

芯j環長一三 目標：三；；；；m＞箇穣三Z
1(26年後家）三：金活援迭とf'<29年度栄J～

95.1唱
95.3略 95.5弛

(26.4.1) 
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屡消防職員にかかる教育訓練の充実（温） ｜防災対策部

大規模化、複雑多様化する災害に対し、専門的な知識・技術を有する人I＜他の取組主体）
材の養成等、消防カの強化に向けた取級を進める。 ｜ 市町

副消防団員にかかる教育訓練の充実（滋） i妨災対策部

地域防災の中核を控う消防団員に対し、防災に係る専門的矢口織を習得す I（他の取総主体）
る教育訓練（諮底、訓練）の場を設け、災害事発生時に約確に対応できる消 i 市町

紡団員の養成をと図る。

教育訓練に参加する消i訪問員数
（累計）

ェミ現状三i山閤篠山ぐ二三、.！~fl標γ三…
守（26年度末デ｜ (27年皮末）ゲドス29年度末〉

100人 200人 400人

・自主防災組織の指導的役割を祭たすことができる消防回員の養成［君主

点l(iv) 

災害時要援護者対策などの自主防災級織の役害lj（活動）についての研修

を実施するなど、自主防災級織の指導的役割を来たすことができる消防E室
長を養成する。

消防関長を対象とする草手内職防災
研修の実焔

.（；~農民主iや星雲ミj<!ijjil法官五：：
1問／年 1回／年

防災対策部

（他の取組主体）

市町

・実践的な活動ができる自主防災組織リーダーづくり［護点l(iii) i紡災対策部

自主防災級織リーダー研修をリニューアノレして、研修カリキュラムに地 I（他の取組主体）
i或での訓練の企磁・運営をはじめ、消防団活動への理解と連携を深める内 i 市lllf

容を軍基り込むなど、より実践的な活動ができるリーダーを養成する。
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鷹消防聞と自主防災組織が連携して防災（災害対応）活動を行うための

環境づくり［重点］（町）

自主防災組織や消防団をベースとする地域の組織力を活用して住民の

紡災意識の向上を図るため、自主防災組織と消防殴との合同研修を開催

し、相互の理解促進と連携強化に取り組む。

必現状ぷ民：Ji<•••·eir.号以不三i思議ミミ
'(2沼年度末）＼＇ 1<<21年度末コ＜ii(29年度末）三

3郎／年 I 3回／年

防災対策部

｛他の取総主体）

市街了

調女性防災人材の育成（ i ) ｜妨災対策部

主に女性がや心となって活躍している耳手内職の職長や地域で先導的立

場にある女性を対象として、それぞれの戦場や避難所運営の防災現場な

ど、さまざまな場宣言において、女性の視点、で主体的に活動し、リーダーシ

ツプを発機できる人材を育成するとともに、背成した人材のネットワーク

を構築し、相互の連携と継続的な活動を支援する。

岬
制
度
一
町
出

動
伴
一

1

χ…三罰猿＼ペ
・・(21年度末〉ミ

ィ自猿ふと3
(29年度末ド

350人230人

・企業防災娘当者の人材育成（ i ) 

会業会対象とした紡災に隠する研修を開催するとともに、会業が独自に

実施する研修の支援を行う。

九日現荻烹：
斗笠生援笈）＿£

5間／年

ーで～目標三～
ム.］盟度強丘

5回／年

……J目様～…
; (:is笠墜主主…

5回／年

E観光事業者・観光関係団体を対象とした防災面からの人材育成（ i ) 

県内観光地の防災・減災対策を促進するため、観光事業者・観光関係団

体の職員を対象として、意識の務発や知識の習得など人材の育成に取りt且
む。

防災対策部

鹿沼経済部

（他の取組主体）

事業者

防災対策部

濠府経済期日

（他の取級主体）

事業者

市町
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関災害時における障がい者の障がい特性についての理解を促進させる研

修の実施（ i ) 

消訪問や自主防災組織、地域住民等を対象として、災害時要援護者の当

事者自らが議阪となった研修を実施するなど、障がい者の隊がい特性につ

いての理解を深めることにより、重要援談者を支援する際の対応力を高め

る。

勺…箆標コふ
(2百年度米）子

1回／年 I 1回／年 I 1回／年

E民生委員・児童委員に対する研修の実施（ i ) 

i功災対策部

（他の取組主体）

県民

健康矯祉部

民生委員・児霊童委員への研修事業のカリキュラムに、災害狩要援護者へ｜（他の取総主体）

の支援など紡災に隠する項隠を追加することにより、民生委員・児童設委員！ 事業者

の防災意識のさらなる向上を図る。

店長Jム毘ι盟主
51.9叫

100帖 10C% 
(25年度末）

聞防災現場における男女共同参画の推進（ i ) ｜紡災対策部

避難所運営者事の現場において、男女共同参阪の視点をふまえたニ｝ズ把 i環境生活部

緩や意思決定が行われるよう、防災現場における方針決定過程への女性の

参碩拡大を殴るとともに、防災と男女共伺参磁の視点を持って地域で活践

できる人材を育成する。

…；ぷ現状叶；：：.§綾川I＇人ii；自椋；三
訂正ι年度弱点I川幻年度末川三（29年度家主三…

29.8拡

441人

(26.4.1) 

35.0出

420人

40.0目

430人

Eみえの妨災大震の実施（再掲） ( i ) i防災対策部

自主的な防災活動を行っている図体について、その活動内容を表彰し、｜（他の取総主体）

周知を図ることにより、活動の活性化を促進する。 I p県民

1自／年 1沼／年
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事業者
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（他の取組主体）

防災対策部

県民

事業者

• rみえ紡災人材バンクj を活用した人材の育成”活用［］重点l(iv) 

「みえ防災・減災センターJにおいて、 fみえ妨災人材パンクj主主録者

に対して、地域で実践活動を行うための事前研修を笑織するとともに、こ

れらの人材と地域活動の場のマッチング、を行うことで、人材の活用を図

る。
市町

一Jm中～バ、
J

～な白山

岨
怖
い
度
問
時

自均一

1

J
i
J
h
J
G
X
 i
 
i
 
j
 
j
 

i
 

～…末一

μ

…

張

問

問

随一
3
1
1
i
 

一一一一

ny』一

一JL
1

一…

（

4
j
j
n
N
一一
j
 

一一献占
混一年

…二以一

九ぷ……
f
i
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(3）防災教育の推進

風水害の発生を予見できたとき、まだ発生時において、児蒙生徒の安全を

確保するだめには、児童量生徒、教職員等が風水惑に対する正しい知識を習得

し、適切な行動をとることこができるようv防災教育を推進することが護委で

す。また、児蒙生徒への防災教育は、家庭や地域での防災対策を促進するこ

とにも結びつきます。

学校における「防災ノートJ等の活用促進、教職員に刻する毅育研修の充

実、家庭や地域と連携しだ防災対策等の取組を進めます。

教育委員会

環境生活部

（他の取組主体）

・防災ノート等の活用による防災教育の推進｛重点I(i l 

公立小中学校及び県立学校の児愛生徒を対象に防災ノ｝ト等を活用し

た妨災教脊を実施する。また、私立学校についても、務機的な活用安促し

ていく。 県民

事業者

市町
必現状九一I日間擦と吋jc日開襟五九
(26年措置末）三j'(27年度末）～｜バbi年度末）

100% 100略100枯

教育委員会

（他の取組主体）

・学校防災リーダーを中心とした防災教育の推進（証）

公立小中学校及び県立学校において、これまで養成してきた学校防災ヲ

ーダーが中心となり、防災教育に取り級む。 ず

J市

山現状·•；＜·.！.·•·······目穣；ヘハ況にz密様、役
¥26年度末） ・f（。7年度末i〆｜三（29年度末j: 

100唱100% !OC国
学校防災のリーダーが中心となり
防災に取り締んでいる学校の割合

書店i防災に関する学校と地域との連携の推進（ i ) 

公立小中学校及び巣立学校において、保護者や地域住民等との合同の避

難罰l酬を、避難絞路の確認、主主下校時の児童生徒の安全確保等の取組を進め

る。

（他の取組主体）

教育委員会

県民

市町

100唱
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医「学校における防災の手習IJの活用（註） ｜教育委員会

地震・津波、風水害への備え及び対応、防災教育のあり方などを示した I＜他の取組主体）
f学校における防災の手号IJの活用を、県立学校や各市町教育委員会に働！ 市町

きカ斗ナる。

J現状泳三l 思議：＿ •••••• 11：：目議活
匁庄屋毅.：..1 (27年度末） •l:::(29年経乱

f学校における防災の判IJの活 I29市町／年 I29市町／年 12宮市町／年

用¢働きかけ ｜全県立学校／年 I±県立学1空／年 i±県立学校／年

・学校における児童生徒の安全確保にかかる検討の実路 L!重点J(iv) l教育委員会

台風接近時、公立小中学校及び県女学校において、児童生徒の安全を篠！（他のAA総主体）

保するための防災対策をとることができるよう、学校に対する紡災気象情 l 市町

報の提供のあり方など、必要な検討を進める。

児重量生徒の安全を確保するため

の発災直前対策の検討

i湾北町九I＼目株ゑkj 嬢川
~度末J.<I ～（27 年度剰に.., (29年度末）人

f学校におけ

検討着手 I5~句読
（追韓鏑噂の作成）

聞教職員研修の充実（ ii ) i教育委員会

初任者等の新規採用者、 6年次、経験 11年次、新任管理職研修等に妨｜（他の取総主体）

災教育の内容を盛り込む。 I 市町

初任者等の新規採用者、 6年次、

11年次、新任管理職研修等で紡

災教育研修を実絡した割合

100帖 10日唱 100略

組三重県総合簿物館や三霊祭tL図書嫁等と遼携した防災啓発の実施（蒋 i防災対策部

掲）（説） ！環境生活部

児童生徒をはじめ県民の紡災に隠する学習活動を支援するため、三E重県

総合博物館や三E重県立図書書館等と連携した啓発を実施する。

啓発素材作成件数（累言十）

啓発展示等実筋件数（累計）
H牛

(25年度末）
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(4）災害時婆援護者への支援（予防対策）

東日本大震災で顕在化しだように‘災害察発生時、緯がい苦言、高齢者、外国

人住民等のうち避難行動に特別な支援や配慮を必要とする方々への対策は諜

是重であり、風水害においても例外ではありません。

事前の備えとしで、市町による避難行動要支援者名簿の作成とそれに基づ

く個別計蘭の整備等の取組を支援するほか、消防鴎や店主防災組織など地域

の防災関係者に対する研修の実施など、地域ぐるみで婆援護者を支援する体

制づくりを進めていきます。

まだ、災害時婆援護者の方に地域の防災訓練に参加レていただくための働
きかけを行うなど、地域住民と連携・協力した取組ち進めます。

隠避難行動要支援者名簿に基づく個別計闘の主主備促進出） j防災対策部

市町における滋難行動重要支援者の名簿の作成や、それに基づく側約計蘭｜（他の取組主体）

の整備等の敬総を支援する。 I 市町

五書官ぶ：1広告主主lヨ；j息苦手－
8市町i 14市町｜ 29市町

阻災害時要援護者の保護にかかる検討の実施｛重点｝（町） ｜妨災対策部

台風接近時等、社会福祉施設において婆援護者の安全を磁保するため、！健康福祇郎

防災気象情報の提供や市町など関係機関との連絡方法など、必要な検討を Ic他の取組主体）
進める。 ！ 事業者

災害害時要援護者の安全を磁保す
るための対策の検討

；ふ説」ぷl注目穣Jポl店員撲九
台：位6年度末｝川日（幻年度米I[<¥.29年度末）ア

「社会福i;l施

1設災害対応マ
検討若手！

' エュアル（仮

称）Jの策定
てア

市町

鴎地域防災カの中核を担う消防聞の充実・強化（再掲）｛重点l(iv) i防災対策部

消防団への加入の促進、消i訪問員の処遇の改善、消防団の装儀の改善及｜（他の取総主体）

び消防団員の教脊司ii練の改善幸により消防聞の強化を図るとともに、地域に i 市町

おける防災体制の強化を図る。

95.3拡I 95.5唱
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量消防車韓長にかかる教育訓練の充実（再掲） (iii) 防災対策部

大規模化、複雑多様化する災警に対し、専門的な知識・技術を有する人｜憾の取組主体）

材の養成等、消防カの強化に向けた取組を進める。 I 市町

15消防本部／年i15消防本部／年I1s消防本部／年

屡消防随員！こかかる教育訓練の充実（再掲）（出） ！防災対策部

地域防災の中核を担う消防団員に対し、防災に係る専門的知識を習得す i憾の取組主体）
る教育訓練（講座、司1rn車）の場を設け、災害発生時に的確に対応できる消！ 市町

i功団員、の養成を図る。

教育訓練に参加する消紡団員数

（累計）
100人 200人

国自主防災組織の指導的役割を果たすことができる消防団員の養成（再

掲）［議点l(iv) 

災E害時婆援護者対策などの自主防災組織の役割（活動）についての研修

を笑泌するなど、自主防災級織の指導的役割lを来たすことができる消防団

長を養成する。

消防悶員会対象とする専門職防災
研修の実施

，＇，現攻守二：T正1償譲！日l～弘目標山
手銀笠翠茎とド（27年度末1九～（29年度末））

1限／年 1殴／年

防災対策部

（他の取組主体）

市町

援実践的な活動ができる自主防災級織リーダーづくり（再掲）［震点I(iii) I妨災対策部

自主紡災組織リーダー研イ~を P ニューアノレして、研修カヲキュラムに地 I （他の敬組主体）

域での訓練の企画・運営をはじめ、消i坊間活動への理解と遼携を深める内｜ 市町

容を盛り込むなど、より実践的な活動ができるリーダーを養成する。
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・災言害時における障がい者の障がい特性についての理解を促進させる研

修の実施（調：掲） ( i ) 

消防聞や自主防災組織、地域住民毒事安対象として、災害時要援護者の当

事者自らが講師となった研修を実施するなど、際がい者の隙がい特性につ

いての緩解を深めることにより、要援護者を支援する際の対応カを高め

る。

一色叫ん
白
川
一

1

災現状ぃ一
…（26主度表le!

1回／年

ぷ目模以
….（29笈箆主2

l@l／年

圃民生委員”児童委員に対する研修の実施（再掲） ( i ) 

民生委員・児童委員への研修事業のカリキュラムに、災害時聖書援護者へ

の支援など防災に隠する頃際を追加することにより、民生委員・児童委員

の防災意識のさらなる向上を図る。

r•.•貌；i去三次： J.;• .§襟ぶF
2三（26年度末ytl.(27年度末3三

51.9拡
100唱 100唱

(25年度末）

’E外毘人住民を対象とした防災啓発の実施（再掲） ( i ) 

外国人住民向けの防災訓練を市町、市町間際交流協会、外医i人労働者を

雇用する企業等さまざまな主体と逮携して実織する。また、こうした取級

を、市町で継続し、日本人住民と外間人住民のより良い関係づくりや、将

来災害時に地域の支援者となりうる外国人｛主主主の育成につなげる。

2限／年 I21El以上／年12回以上／年

防災対策審ll

（他の敢組主体）

県民

健康複妹都

（他の取総主体）

事業者

重著者窓生活昔日

（他の取組主体）

県民

事業者

市町

・憶がい者、高齢者等の災害害時要援護者が参闘した避難訓練の実施の促

進（ i ) 

市町や地i或で行われる避難訓練に、障がい者、高齢者等の災答時重要援護

者が参i顧するよう働きかけを行う。

r～穴現状Lふ仏以目藤忠：：ヨミ言緩三ご
斗竺笠車末広じ笠控室主主主斗~主産主｝ム

災害~a寺要援護者が参磁した避難 1 10回／年 唱 a I I 二 14思／母三 i 9聞／fj三
司11練の実施回数 ！ （暫定｛直 •. ~ I " 

防災対策部

（他の取組主体）

県民

市街了
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聞災害時要援護者支援用異等の利用促進及び新たな支援用呉等の研究・

開発促進行）

けん引式率いす補助主主など、災害発生時の要援護者の避難支援安補助す

るための支援用兵について、避難鱗練やシンポジウムなど、さまざまな機

会を捉えた普及｝啓発により利用促進を図るとともに、「みえ紡災・減災セ

ンターjと連携して糸内食業等における新たな支援用具の研究・関発を促

進する。

普及・啓発限数（累計）

県内企業への公募の実筋

…現状
(26隻度おー

18件

（暫定値）
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＇；，＇目標よしよ： I.＇＞：目標：；v
(2（年度末以f.(29年度末7ζ

20件 I 40件

1回／年 1回／年

妨災対策部

（他の敬組主体）

県民

事業者

lfi街T



(5）風水害に強いまちづくりの推進（水容・高潮対策）

大雨による淘J11の浸水被害の発生や、台風の大型化による高潮被害の懸怠
など、県民の皆さんの不安は依然として高い一方、県内の溜川や海岸の堤防
整備など対策の水準は十分とは震えず、効率的・効果的な禁儀が求められて
います。
濁川堤防等の護備や土俵積土砂の撤去、海岸堤防の整備などハード衝での取

組を進めるととちに、 j司J11の浸水想定区域図の作成、水位情報の提供、市町
が取り組む f洪水ハザ｝ドマップJの作成支援など、人的被害の緩滅に向け
た避難体制の整備などソフト簡での淑総ち一体的に進めていきます。

・洪水i坊止対策の推進（河Jll.ダムの整備）［君主点l(iv) 

洪水・高潮時の治水安全度の向上を図るため、県が管理する河川やダム

のま藍備を替案に進める。

主主6~~i) I ；｝~7~おl三9~君主｛：
464.lkm I 464.3km I 466.0km 

・洪水紡止対策の推進（河JII堆積土砂の撤去）［）］重点］（町）

河川に堆積した土砂の撤去については、まさに緊急かっ重要な課題であ

り、当該年度の実施儀所と今後2年間の実施｛換機筋所について、関係市田r
と情報共有する「筒所選定の仕組みJiこて関係市田Tと撤去必要要衝所の優先

度について検討し、連量定した撤去儀所の情報を共有しながら緊急度の言語い

を高所より言十爾約に進める。

.. 9~；務状三： I ：貝様泌：t：：関＼川
126年俊来一1刈 27年度末m:.r.ぺ29年度末〉次

郎｜｜堆穣土砂の撤去（万ms／年） 1 12万m3I 12万m3I 12万ms

※砂利採取、災察tlfI日を除いた河JIf改修、河川維持管理による数量
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圃洪水防止対策の推進（河川I.夕、ム・海岸・港湾”漁港・砂防施設の点 I農林水産部

検） (iv) i県土整備部

河川I.ダム・海岸・港湾・漁港・砂防縮設を常時良好な状態に保つため

iこ、線設の状況会提援することで、施設の異常に対して対策検霞を講じる。

μ｛現状以He＇目標… i:F' 13襟＜＜；
ぶ（26年度末シlバi7年度求Silゴ笠祭主民；

1聞／年 I 1郎／年 I 1聞／年

県土整備昔~B河川堤防における脆弱箆所対策等の推進｛重点］（出）

県が管燥する河川堤防のうち平成 23年度の緊急、奇書斎により磁認、された

脆弱化筒所について、堤防の機能を確保するため、脆弱筒所のお最強を進め

る。

＼；；；：；：；現状 T'恩穣 思議山F
c26年度求 p (f7年度求 (29年度末以j

49儀所！ lCl 筒所 18：館所

県土空整備部鵬7J<門・排水機場の正常な機能確保（出）

j果が管理する河川！の水門・排水機場のうち、被災後の復旧が特に部難な

施設について、大規模地震発生後の洪水・高潮に備え、施設の機能を確保

するための対策を行う。

…J一二ト一設

｝一一一一…一
4
芳一司
ι
u
w

一

価
紙
一
度
減

目…幻
1

1

〓、〉イー一

（

y
一～一日ぺ

J

一

ぺ
一
一
い
に
ル
又

一三ア
ω
i
h

一号一白

状
J

減

現
一
崎
一
｛

……一…？とi
 
j
 
j
 

時一岬

掴老朽化した土地改良施設の修繕・補修（註）

県内にある間営・県営等で造成された土地改良線設（排水機場・頭首工

等）のうち、者約化が著しく風水苦手等の災害発生時に、農地や一般公共施

設に被害を及ぼすおそれのある施設について、必要な機能保全対策等を行

フ。

32地区 36地区 42地区

農林水渡部

（他の取組主体）

市町
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・道路覧室水対策の推進 (iv)

アンダーパス部の道路冠水を米然に防止するため、設穫したポンプが降

雨時に確実に稼働するよう点検を実泌するとともに、不具合等が確認され

た場合は速やかに修繕を実施する。

………｝一年

襟
＼
度
一
断

回一（

2

状
度
一
勧

七
誠
一
均
一

2

ぺ～8標三～＂＇
：笠控臨L.__

2＠］／年

県オニ殺備部

聞ill速な避難に資する情報提供の推進（河Jll浸水想定区域図の作成、 71<l県土整備部

位矯報の提供）［重点l(iv) 

市町が作成する洪水ハザードマップの基礎資料となる浸水想定区域図

の作成を進めるとともに、出水H寺における水位情報の磯突な情報発信を？？

い、地域住民の迅速な避難行動に資する情報提供を推進する。

必読I天主三目標 1三：目標号；
(25年度末｝ ;7年度末 29年度末ぷ

69 l可 72河川i 78 j可）11 
浸水得、定区域限作成湾！ii数（累

言十）

盟市町が取り絡む『洪水ハザードマップjの作成支援（再掲） L!重点I<iv l 
市町が主体的に取り組む「洪水ハザードマップjの作成について、地域

滅災対策検進事業の洪水・土砂災害避難対策により支援を行う。

14市町

防災対策部

（他の取組主体）

m町

・市町が取り組む『内水ハザードマップjの作成支援（再掲） (iv) ｜！黒土綾織部

雨水が下水道や河川などに排水できないことから発生する浸水及び遊 I＜他の散組主体）
難に関する情報を住民に提供し、平常時から住民の自助意識や紡災意識の｜ 市町

属議成主と図るため、市町が公表する「内水ハザードマップjの作成について

支援を行う。
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聞海岸保全対策の推進（海岸堤防等の整備） ［］重点J(iii) 農林水綾部

言語潮・除i波による被警な軽減するため、紡談機能の向上が必要警な海岸保 i県土整備釘罰

金施設について、議上げ等の改良、人工リーフの設緩等の対策'ii:殴る。ま

た、老朽化により機能力2低下した施設について、 i坊言整機能の回復を腐る。

自擦
笠控室茎22

2,965m 

(25年度末）

141. lk出

4,134m 4,604m 

141. 7k田 142.9k田

阻漁湾施設の風水害対策の推進出）

大君主低気圧や大桜台風等の高潮や高波等による被害の軽減を関るため、

漁港施設について、防護機能の保全対策を推進する。

農林水産官官

71魚、滋 10漁港

i
 

…一九一一
f

、ト一一末一一度一
回、年i
 

…一u
一位一j

 

役一献
百年一i
 

J

…
内
ぷ
時i
 

…uu
一一

12漁港

毘避難場所となるオープンスペース（公箇緑地等）の確保（註）

風水容等が発生した場合、避難場所として利用できる、オープンスペー

スの確保を進める。

県土整備部

；；ぷ現状人γ？
与（26年度米） { 

都市計画区域内の1人当たりの都i9.78 rrf／人

市公図面積 I (21年度末）

ハ
叫
が
一
人

穣
喰
一

W

F
ロ
辺
三

d
T

1
9一
O

辺
住
一

o人／
 

d
 

Q
d
 

oxu 
n吋
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(6）風水害に強いまちづくりの推進（土砂災害対策）

三重県は全国的にみてち土砂災害危験箇所の多い熊の一つに数えられま

す。また、総蘭積の3分の2を森林が占めており、山地災害の発生ち懸怠さ

れています。
土石流、地すべり、がけ溺れ等の土砂災害から、県民の皆さんの生命・財

産を守るだめ、砂妨施設の整儀のほか、土砂災醤警戒区域等の指定に必要な
基礎調査の縫進、「土砂災害ハザードマップjの作成支援など、市町による警
戒避難体制の整備を支援していきます。

まだ、治山施設の整備、山地災害危険地区にかかる情報提供など、 j台山対
策も進めていきます。

・土砂災害危険箆所における土砂災害防止施設整備の推進｛軍主点l(iv) ｜県土殺備部

土石流、がけ敗れ、地すべり等の土砂災容による被害を防止するため、

砂防総設等の土砂災答防止施設の整備を推進する。

i昌弘監包塁手
18,150戸 Iis,260戸 i18,480戸

屡土砂災害警戒区域等の指定に必要な基礎誠査の推進｛重点lCiv) 

土砂災害のおそれのある区域についての危険の周知や警警戒避難体制の

設備のため、土砂災害警警戒区域等の指定に必要な基礎調査を推進する。

]i室長ド持組盗品
44.0枯 55.0首 78.0% 

罰土砂災害警戒避難体幸ljづくりへの支援強化（制

市田］ーが土砂災害の避難勧告等を発令する際の的確な判断につなげるた

め、土砂災害警警戒避難体制づくりへの支援を強化する。

3問／年
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医市町が取り組む f土砂災害ハザードマップJの作成支援（再掲） ［：！重点］

(iv) 

市町が主体的に取り絡む「土砂災害ハザードマップjの作成について、

地域滅災対策機進事業の洪水・土砂災害避難対策により支援を行う。

：氏：現状；：；！川辺？隠穣万台
ωι年度末コバミ¥27年度末j

7市町i 9r榊丁

日目緩ヨ：
'<29年～度末氏；

14市田7

防災対策部

（他の取組主体）

市町

脳宅地災害予防対策の促進（iv)

梅雨期前の 5Jlを f忽i楓妨災月間j と定め、 lh a以上の大規模な機発

許可工事筋所の点検及びパトローノレを実織し、がけ織れやこと砂の流出lこ伴

うj建辺への災害芸発生を未然に防止する。

ζご）現状…バ山
(26～年度末）

日現／年

局窓三々：｜～：汚目擦ぷ～
F年度然主でI!fag年度末ぶ

1回／年 I 1回／年

県土空整備部

（｛患の取組主体）

事業者

市町

•；；台山対策の推進［護点l (iv) ！農林水蔵部

F裂が選定する山地災害事危検地区において、局地的豪雨の被害事を米然に！坊

比するため、荒廃山地等の空襲備を行う。また、災察発生時における地域住

民の減災対策として、山地災害危険地JKの更新に伴い、地域防災計闘への

掲載及びホームページでの公表安行う。

整備務手官省所数（累計）

問
、
断

良
川
一
服

株
一
岡
一
樹

g
U
M
 

i
 

状
一
度
－
一
隊

法一一昨
1思／年危険地区の情報提供

l侶／年
(25年度末） l回／年
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（他の取組主体）

農林水藤部

市町

際災害に強い森林づくりの推進［重点l(iv) 

「みえ森と緑の県民税jを活用し、土砂、や流木の発生・流出に対して緩

衝効果を発探する森林の整備を行うとともに、渓流に異常堆積し、流下す

る恐れのある土砂や流木等の除去を進め、洪水や山崩れに強い森林をつく

る。

冷ぷ現状 毘襟＇

22 G富所

（積定値）
64筋所

書農業用ため池等における土砂災害対策の推進（註）

農業用ため池やi也すべり防止施設のうち、老朽化が馨しく、店主水害等に

より崩壊した場合、人命等に被幸容が及ぶ施設について、必要に応じて空整備

をi鎮める。

（他の取組主体）

農林水産部

市町

…一一
J
L計
八

標
的
一
節

目一

9
2

…一ィド一好

役
一
献
一
節

怠
一
一

μ

引
な
所

状
度
一
噛

混同一

E

農林水Elf部

（他の取組主体）

組農業用ため池決壊等にかかるハザードマップの作成（ i ) 

農業用ため池決壊時の被容を最小化するため、ハザードマップの作成を

促進する。 司'illlT

戸
時
一
附

～
…
一
以
一
年

襟
制
町

混
一
向
一
市

一一…一子一年

一一末一
M
Y

い
度
一
町

混
一
日
一
市

（他の取組主体）

県土整備部

市町

・大規模土砂災害等災害リスクを都市計部改定基本方針へ反政（iv)

三君主巣地震室津波都市部e磁指針（仮称）の方針に加え、大規模土砂災害等

災害リスクを考慮した都市計磁の考え方を、都市マスタープラン改定基本

方針に反映する。

：冷務i支；沿い思索ρiii！三ξ箇議長：；
(26年度当主） •.J '(27年度末以f.;(29年度末7…1

策定完了作業務手
都市マスタ｝プラン改定基本方針

へ反映
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・避難場所となるオープンスペース（公闘緑地等）の篠保（符：掲） ( ii ) ｜県土整係部

風水害手等が発生した場合、避難場所として利用できる、オープンスベー

スの磁保を進める。

都市計画区域内の1人当たりの都

市公霞函穣
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(7）食業防災活動の推進

大競模な災害が発生しだ揚合、事業所や店舗の浸水等の被害により、生産
能力の値下や資産喪失等のおそれがあることから、企業はあらかじめ災害に
備えておく必要があります。また、企業は豊富な人材や資機材を保有してい
るなど、地域防災の重要なー襲を担っています。

「みえ企業等防災ネットワークjを活用レ、企業防災入材の育成、業務総
統計画（BCP）の策定促進、企業と地域との連携の促進など、企業防災力の

向上を支援します。

防災対策部

耳重用経済審~

則みえ11::業等防災ネットワークを滋じた企業防災カの向上（ i ) 

みえ企業等防災ネットワークの活動（分科会、全体会、研修等）を過し

て、参加企業の紡災カを向上させる。 （他の取締主体）

事業者

川現状と れ三宮擦三三一j～ぶ目標
ご（26年度末）＼［＜＜27年度末Jl <29年度末）

250干土230 t土21 1校：
みえ企業等防災ネットワーク参加

食業数

防災対策部

庫室用経済部

医企業i防災担当者の人材育成（再掲） ( i ) 

企業を対象とした防災に隠する研修を開催するとともに、企業が独自に

実施する研修の支援会行う。 （他の取組主体）

事業者

一
…
…
）
得

穣
唆
一
風

闘
Y
9
5

…－v一一）
年

襟
度
一
宙

開
同
均
一

5

%
）
一
年

紙
一
弦
間
叫

定
刻
一
山
一
一

mhυ

防災対策部

藤周経済部

（他の取組主体）

・事業所等における業務継続計画（SCP）策定の促進（ i ) 

業務継続計額（BCP）の策定など、事業者等における自主的な防災対

策を促君主するため、講習会の信号催や広報活動による周知を実施する。

事業者

75窃50間
毒事業所等へのBCPfこ関する説明

会等回数（累計）
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量主要観光地の防災対策にかかる謀議検討の場づくり（ ii ) 

観光事業者や観光関係＠H本、市町号事が主体的に観光地の防災対策に取り

組bことができるよう、情報提供や避難誘導、帰埼2支援など綴光客の安

全・安心を磯保するための課題検討を行う場合設けることにより、具体的

な対策を促進する。

現荻マT＞毘毒事 自擦h
';(26一年度末）十三（27年度栄〕 129年度米）！；

2テーマ i3テーマ 6テーマ

防災対策部

潔府経済部

（他の取綴主体）

事業者

市町

濁緩光毒事業者・観光関係団体を対象とした防災面からの人材育成（再掲）
( i ) 

県内観光地の防災・減災対策を促進するため、綴光事業者・観光関係団

体の職員を対象として、意識の1啓発や知識の習得など人材の育成に取り組

む。

防災対策部

廃用経済部

（他の取組主体）

事業者

市町

vf一
｝
事

γ

～栄一ハハ

状
窪
田

明
中
刻
ゐ
『
…
に

υ

J

6叩

乙

2司

：ω
つ（一

～ 鼠標～L…
c27年度末）日

5回／年

・従業員の消防問、自主防災級織等への参加促進行）

食業に勤める従業員の能力や行動力を、地域の防災力向上に活かしてい

くため、従業員の消防問、自主防災級織等への参加について、理解が進む

よう企業に対する啓発を実施する。

y沼長可否~~浴室思）＇
193 ~~~~ l 200事業所l220事業所

防災対策部

｛他の取組主体）

事業者

;ti荷］

厩企業向け防災対策融資制度の周知（ i ) 防災対策部

企業が防災・安全対策に取り組むために必要な資金について、激資総度！庭用経済部

の周知や各種情報を提供する。

ー主主長i－：（~7~憲司法お
1回以上／年11個以上／制1回以上／年
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2 発災前の藍前対策及び発災後対策

風水害は、台風に代表されるように進路や到達時刻を予測することができる

など、ある程度、災害の発生を予見することが可能です。これは、地震災害と

は大きく輿なる点であり、だからこそ、発災前の時毘絡を有効に活用すること

が重要となります。

また、県や市町は災害対策本部を設置し、災害情報などの収集を行ったり、

避難行動を促すための情報を提供するほか、被害や孤立地区の発生が確認され

たときは、関係機関と連携し、救出・数鈎・毅急等の応急対策活動を行う必婆

があります。

さらに、帰宅困難者や避難所等で生汚する方々への支援など、さまざまな揚

衝での支援活動ち必要となります。

「発災iこ備えだ萄前対策の強化」により、発災前の陵前期における備えを行

うとともに、「災害対策本部の機能強化J、「孤立の解消に向けた対策の推進j

など、災奮発生直後の刻々と変化する状況に対して、迅速かつ的確な対応を行

うだめ、事前に講ずべき対策を進めます。

8 発災に備えた霞前対策の強化

9 災害対策本部の機能強化

10 災害情報の収集・伝達体制の強化

11 孤立の解消に向けだ対策の推進

12 広域応援・受援体制の整備

13 医療数護体制の充実

14 市町防災力の向上！こ向けだ支援

15 災醤碍要援護者への支援〈応急対策〉

16 男女共同参画の視点に立った災器対応・支援体制の確保

17 帰宅支援対策の強化

18 避難生活の支援体制の充実
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(8）発災に備えた直前対策の強化

発災前の事前苅策lま、その時の状況で内容が変わると考えられ、これまで
の防災対策の中では必ずしち明確な位置づけはありませんでした。
しかレ、近年、アメリカ合衆国を襲つだハリケーン対応時の教~Jllをちとに、

災害が発生する前に実施する対策をあらかじめ定めておくことで、被害の最
小化を図るという対策に注目が集まっています。
県災害対策本部による災害対応を中j白として、「誰がJ「いつ」「何をするの

かJを定めた「三蒙県版タイムライン（仮称）Jの策定をめざすほか、災害弱
要援護者や児童生徒の安全確保にかかる検討の実施など、発災に備えた臨前
対策についての検討を進めていきます。

• r三E重県版タイムライン（仮称）jの策定｛致点】（iv) 防災対策部

県災害害対策本部による災害対応を中心として、台風接近時の夜前の時間 I＜他の取総主体）
帯において、 rITT£がj fいつj 「仰をするのかJといった率前行動を時系列 l事業者

でまとめた f三霊祭版タイムライン（仮称）Jの策定を行う。 市町

北町一立
川
川
知
一
策

十一杭相

自
一
州
都
検

……f…均一一

一度一

蜘
即
時

の称仮ンイ一ブムイタ版県岳
箆
｛
疋

「
一
策

量災害時要援護者の保護にかかる検討の実施（再潟）｛重点］（町） j妨災対策在日

台風援iliff寺等、社会福社施設において重要援護者の安全を磁保するため、｜健康様妹都

防災気象情報の提供や市町など関係機関との漆絡方法など、！必要な検討を I＜他の取組主体）
進める。 ｜ 事業者

去五官主主主）WJ(;7号君主主｜ミ29里民主
市町

災害時華客援談者の安全を確保す

るための対策の検討
検討務手

「社会福祉筋

設災害対応マ

ニュアノレ（仮：

称）Jの策定
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a学校における児童生徒の安全確保にかかる検討の実路（再掲）［重点］

(iv) 

台風接近時、公立小中学校及び県立学校において、児重量生徒の安全を確

保するための防災対策＆とることができるよう、学校に対する防災気象情

報の提供のあり方など、必要な検討を進める。

児童生徒の安全を篠保するため

の発災E霊前対策の検討

ュー現状…ふぐiM目標x
(26年度末）コi(27年度末）

検討若手

えーっ…闘標～ん
::(29年度E員長

「学校におけ

る防災の手

引Jへの反映
（追器臨等の作成）

翻災害対策本部における初動期の機能・体制の篠保・強化（蹴）

初動体制等にかかる災害対策本部活動計繭の免主主しを行い、災害時に迅

速な対応を行うことができるよう、活動マニュアノL等の作成を行い、図上

訓練等を通じてその検涯を行う。

：三七三現状ぶ：:r：：自J猿： ;:1 ：図様：以
？ぃα5年度末ゲ；ベ ＜2.7年度末fl…（29年度末1：ぺ

検討務手 i見直L完了 1

翻「三重県防災情報プラットフォームjの構築［笈点］（翠）

災害対策本部の1官官銭安支援するとともに、然尽に分かりやすい情報を発

信するため、 f三重宝県防災情報プラットフォームjを構築する。

システムの漆用開始

mj~民主｜為替；，）•·.·，••.1::(29息苦：玉三
基本計量互の iJ基本計i翻の
策定務司王 i策定完了

遼用

聞水防体告ljの充実・強化及び水防資材の補給（ i ) 

水防法に基づき三重県水紡昔I・函を主主め、水防情報伝遼が適切に行えるよ

う水紡体制の充実・強化を図るとともに災害時に水防活動が十分に行える

よう水防倉庫に備蓄する水防資材の補給を行う。

三重霊泉水防計闘の策定

水防食主主に備蓄する水防資材の

補給

：：：現状ζ＼：、｜三校困撲日l:;i隠標ぶ
>\26~手gf米1巧｜υ （27年産~） i] .. (29.年度宋）

l@l／年 l@l／年 1回／年

1回／年 1回／年 1翻／年
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教脊委員会

（他の取組主体）

市町

防災対策部

防災対策部

（他の取組主体）

市町

県土幾備部



醤図上司II練の実施（品） 紡災対策部

市町、防災関係機関との連携を強化し、災害対策本部及び地方災察対策｜（他の取組主体）

喜Bの災害対応力の向上を図るため、 l羽上訓練を実筋する。 ！ 事業者

日現状九日
ス26年度末）

11回／年 i11回／年 I11 !El／年

闇市町における避難勧告等にかかる基準のま華備・再点検の促進｛議点l(iv) 

留の「避難勧告等の判断・伝達マニュアノレ作成ガイドラインJにJ毒づき、
市町に対して、避難勧告等にかかる基準の整備・再点検の実施を促進する。

また、市町が、避難勧告毒事令発令する際の参考となるような、 J主主襲の運
用や取組事例について情報収集・共有さと図るほか、今後、避難勧告等の発

令を要した災害対応後に市町とともに検証を行うなど、継続的なJe,uましに

つなげていくための支援を行う。

川現状 ti広三回擦川•i\/13…ご：ご
正〔26年度末'liI <'・<21年度末1ごi(29年度末｝三

三重主県市町等防災対策会議事事で

の検証
3羽／年 I剖／年 1聞／年

市町

防災対策部

（他の取総主体）

rnlllJ・ 

圃海抜ゼロメートル地帯等における広域避難体幸ljの検討［重点｝（註）

県北部iこ広がる海抜ゼロメートノレ地帯では、風水害による長期の瀧水、

多数の避難者の発生が想定され、市町境を越えての広域避難が必要となる

可能性が商いことから、広域避難体制のあり方や手続きなどの検討を進め

る。

二

ji

J
ド
デ
ー

ν

一

ッ

l
i
－－（栄一

；
i
 

a年一
一

9
町

一
h

…
ご
今
＆
一

一一一戸
J
1

一
山…～一一j

 

……栄一
霧…度一

回一年一
－…：幻一i
 

i
 

総帥一
環一流一

一二一…
A
d

…

人一二一
h
f
i
l
m

ベ
～
一
一
一
円

検討務手 i作成完了
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紡災対策部

（｛車の取組主体）

県民

事業者

市町



翻大規模移送にかかるパス事業者との連携（出）

観光客等帰宅医難者や避難者の大波模移送iこ対応するため、パス事業者

等との協定に基づき、防災訓練等を実施するなど、繁草草な連携を構築し、

災復時における験送手段の荷量保を殴る。

パス事業者等との連携体制の構

築

メ現状～
…fas年度末）

協定締総
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…目標…
但盟援位
協定内容

の検吉正

目標ョ…
'(29年度米）

協定内容

の検設

紡災対策部

（他の取組主体）

事業者



(9）災害対策本部の機能強化

県災害対策本部は、本県の災害応急対策活動の中枢となる総織です。紀伊

半島大水害の教訓iをふまえ、総織体制を大きく見在還しました。
発災前及び災害発生時、防災気象情報や災害情報を確実に収集・把握する

ととちに、被害の拡大を防ぐだめの応急対策活動を迅速に展開するため、繰
り返し訓練と検証を行うことにより体制の整備と強化を留っていきます。

また、防災関係機関との連携強化や職員の災害対応力を向上させるだめの

取組等ち進めていきます。

関災害対策本部における初動期の機能・休場I］の確保・強化（荷揚）（滋） ｜防災対策部

初動体制等にかかる災苦手対策本部活動計調の見直しを行い、災害手持iこ迅

速な対応を行うことができるよう、活動マニュアノレ等の作成を行い、図上

訓練等を通じてその検証を行う。

(2是主ムイ｜？諸島長民主管：
検討務司王i見夜し完γl

副水i坊体制の充実・強化及び水防資材の機給（再掲） ( i ) i県土整機部

水i坊j去に基づき三三君主県水！坊計阪を定め、水防情報伝達が適切に行えるよ

う水防体制の充実・強化を殴るとともに災害時に水防活動が十分に行える

よう水防倉庫に備蒸する水紡資材の補給を行う。

三重県水防音十衝の策定

水紡倉局主に備蓄する水妨資材の

補給
l回／年

1回／年 l[i]／年

1回／年 1聞／年

• r三重県版タイムライン（仮称）」の策定（再掲）【護点l(iv) 

県災苦手対策本官官による災害対応を中心として、台風接近時の直前の時間

帯において、「維がj fし、つJff可をするのか」といった事前行動を待系列

でまとめた「三重県版タイムライン（仮称）Jの策定を行う。

f三E重県版タイムライン（仮称）Jの

策定

；：と；三現状：；：·；··•·.~
3箆笠護家主ヰ
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策定完了

防災対策部

（他の敬線主体）

事業者

市町



聞『三重県防災婿報プラットフオーム」の構築（再掲） ［議点l( ii ) 防災対策部

災答弁l策本部の活動を支援するとともに、泉氏に分かりやすい情報を発 I＜他の敬総主体）
憶するため、 f三重県紡災情報プラットフォームj を構築する。 ｜ 市町

百；主語~-3/i 目標コ三
三（26年度栄一 （~J 年度末）〆
基本計爾の 基本計画の

策定若手 策定完了

J
～ぉ

襟
度

目
年

一
一
一
向
日

遂用

初災対策部・三重県業務総統計画（BCP）の策定（ i ) 

大規模災答発生時における災害対策活動に加え、i選常業務のうち継続ま

たは早期復旧の必要がある業務を、非常時優先業務として実施する態勢を

有権保するため、三重県業務総i統計額（BCP）そ策定する。

...........現状.・.・・・・・・・.I必ヘプ目標マぷIL • 13様マ＼
•.. （主6年度朱）：：；ごい（27 ＇年度会計：ド（29年度；fa•
検討着手 i策定完了 i

副総合i防災訓練（実数訓練）の実践（再掲）［重点l( i ) ｜妨災対策部

東日本大震災及び紀伊半島大水害の課題をふまえ、「訓練でできないこ

とはいざ災害の時にも絶対にできなしリという視点から、伎民参加による

防災カの向と及び防災関係機器号等相瓦の逮携を強化しつつ、地域課題や蒙

点的に取り組むべき課題などテー？に応じた実践的な訓練を実絡する。

……のが一年

護士川
一…～r自緩いじ
ご（27・年度末J

1隠／年

υ；）筏標九三；ぷ
…（W笠震遂と

11忍／年

（他の取総主体）

県民

事業者

市町

奮闘上訓練の実施（再掲） ( ii ) j紡災対策部

市町、防災関係機関との連携を強化し、災言害対策本部及び地方災害害対策｜憾の制E主体）

郊の災害対応カの向上を殴るため、図上訓練を実施する。 ！ 事業者

市町

11回／年
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際防災関係機関との逮携強化（ i ) 

東日本大震災及び紀伊半島大水害の災害対策活動から得た連携強化に

資するさまぎまな教訓をもとに、対策さと検討し紡災関係機隠との連携強化

を機迭することにより、大規模災害時の応急体制lの充実を図る。

J
O一年

町議
tw

で自宅奈川；ぅ
(27年度末）

1間／年

いど三目標ω
'(29長援笠）＿＿：

1回／年

妨災対策部

（｛也の取組主体）

事業者

眼初動警察体制の強化 ci > I 警警察本部
大規模災察発生時における避難誘導、救出救助・捜索、交通対策、検視・

身元篠認等の悪事察活動を迅速かつ的確に実施するための体制及び装備資

機材のき整備により初動警警察体制の強化を図る。

現状シ
<26年度末｝

1回／年

7警警察署

～闘擦がに：
l27長泉担S_

1回／年

9饗察馨

円一目標日…
<29年度末）

1回／年

18型車察署

副災害警備訓練の実施（町） ｜ 警察本部

大規模災害事発生時において、避難誘導、救出救助等の聖子委員活動会迅速か

つ的確に実施できるよう、各穣災害警警備都練を通じて練度の向上を図る。

ヨ7謝主主主目議 ：目標：～
…（26年度末が1し弐27年 末） .(29年度末）

2@1年 4回以上年 6回以土こ／年

警察本部掴防災関係機関の相互連携（iv)

大規模災害発生時における防災際係機隠との連携強化を図るため、紡災

隠係機関との協議室、会問訓練等への穣機的な参画や災答情報の共有等をn
フ。

弘警昔話：［；＇（~，息苦言1:11(;1~9想以
1回／年 12回以上／年13泊以上バ
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（他の取1盟主体）

防災対策部

市町

屡災害発生時における非常通信の確保（註）

災害芸発生時における非常通信を磯保するため、現在県と市町の問で定め

ている f非常i断言ルートJについて見践しを進める。また、非常通信ノレー

トを使用した市町等との通信訓練をと実施する。

(;6~若手： n~ぷ時点！万（浮民主
見iましに若手 先憶し完了｜点検F実施平

1回年 2間以上年 2殴以上年

非常通信ノレートの見夜し

司11練実筋思数

際災害対策本部機能継続のためのライフラインや燃料の確保（註）

災害応急対策燃における災復対策機能を継続させるため、停電・断水害と

煙、定した庁舎自家発電施設の燃料や水の磁保方策について、必要な検討を

遂める。

紡災対策部

日自標コ…
ふ笠互笠裏窓j__

燃料・水

の確保

現状ミドペ二国緩み
:<(26年度末｝ //(27年度来）

検討完了検討務手

圃職員の情報伝達訓練の実施（ i ) 

県職員の妨災意識向上及び災害室時に迅速な対応が行えるよう、全職員を

対象とした情報伝達言！慨を実嫁する。

防災対策部

i
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聞職員の妨災研修の実施行）

震災lこ関する農富な知識と適切な判断カを身につけ、高い紡災：意識を有

することができるよう、県職員への防災研修そ実自証する。

紡災対策部
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（｛忠の敬組主体）

防災対策部

市町

思非常時！こ備えた通信統制裁！練の実施れ）

大規模災害発生時は、！県防災通信ネットワークの通信量の大幅な潟加が

予告草されることから、重要度の高い情報を適切に選択して収集・発信する

ことができるよう、 i断言統制j操作マニュアルを作成するとともに、通信統

制訓練を実焔する。

；
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司
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毘一
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1

｝
i
j

守’
j

百

九ベ）一日小…一日一一

～現状日ぷ
〔26年度末）

聞防災関係機関による遂信機器の操作習熟度の向上（ i ) 

燥が各防災関係機際に祝儀している通信機器は、通信、 TV会議室、移動

無線等さまざまな機能を備えていることから、これらの機能の有効活用を

図るため、防災関係機関による通信機器の操作の習熟度を高める。

~jj災対策部

呂擦一
(29年度末）…

2回／年

む笥穣じ
～（27年度末）へ

1回／年

現状：…べ2s年度末十

1回／年

～闘標護国
説明会の際催回数

防災対策部・防災行政無線を操作する無線従事者の養成（ i ) 

防災行政無線設備の操作または管現を行うためには、総務大医の免許を

受けた無線従事者の選後が必要となるため、然線に関する一定の知識・技

能を身につけた無線従事者の育成を行う。

三
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一
年

一
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一
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／
／
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一
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…一位一臣
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～ソ一二一
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一
η

斗
本
一
／
J

状一一度一一回

現
（

3

h1…
一
川
崎
一

•71<防技術講習会を通じた災害対策用機械の操作技術の習得（iv)

国土交通省が実焔する災害対策用車i可等操作司11練に参加し、異常気象時

等の防災.l被災に｜苅けた迅速な対応が必要であるため、災害害対策用機械の

操作技術を習得する。

（他の取組主体）

県土整備部

町市

店主；：~i~m-1＜；謀長t
1回／年llEJ／年
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瞳交番・駐在所のi坊災機能の強化 ('i)

地域住民の安全・安心のよりどころであり、発災時、現地における最前

線装地となる重要な交番・駐在所について、防災爾に配意した施設の整備

及び装備資機材の充実により機能強化を関る。

望事察本部

避難誘導資機材を配備した交接・

駐在所数（累計）

ニヮ＇i現状必•1 >13穣｛I♂：白書室二よ
(26年度末） 1 ·• (27年度末tI～.（2戸空皇室1
1時所I2時所！

個災害時の出総業務の対応能力の向上（ i ) 

出納業務にかかる非常時対応マニュアルの織員の対応習熟度の向上を

翻る。

出納局

ぃ現状～
(26年度末ド

1回／年

入
へ
と
年

中
本
町
／
／

標
一
回

目持一

1

一：悶標
¥w笈笈窓と

1回／年
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(10）災害情報の収集・伝遼体制の強化

災害発生時には4情報を迅速かつ確実に収集レ、必要な対策に｝おかしてい
くことが護委です。
災害対策本部活動を情報面から支援する「三重県防災情報プラットフォー

ム」の矯築・運用に向けた取組を進めるほか、映像や図像を活用しだ現地の
災害情報を収集するための体制整備、公共土木施設や建築物の被災状況を迅
速に収集する疋めの体制整備にち取り組んでいきます。
また、気象情報や沼J11の水位、土砂災害の発生危険などを知らせる防災気

象情報等を県民の皆さんに伝達し、迅速かつ的確な避難行動を支援できるよ
う、メール配信サービスやしアラ｝トの活用など多様な手段を用いだ情報提

供の取組ち進めていきます。

• r三重重県防災情報プラットフオーム」の構築（再掲）［重点J( ii ) 防災対策部

災察対策本郊の活動を支援するとともに、県民に分かりやすい情報念発！（他の取組主体）

｛言するため、 f三重県防災情報プラy トフォームj を構築する。 I 市町

システムの運用開始
基本計画の｜基本計爾の

策定義手 i策定完了
運用

酒災害時！こおける映像情報を活用した情報の共有化（ i ) i防災対策部

大規模災害時において、迅速かっ約機な状況判断や複数機関による情報！（他の取籾主体）

共有を円滑に進めるため、隣係機関職員による然防災i断言ネットワークを i 市町

利用した映像情報共有司11線を実方面する。

また、遠方からの技術者の吾l];j去を待たず、各消防本部や県広域防災拠点

に配備している可搬型衛星無線装霞宏被災地に投入して映像情報配僚を

行うことができるよう、消紡本部綴員等を対象とした装援操作訓練を実施

する。

訓練実姉回数

百7搬裂衛星無線装鐙による操作

訓練実施回数
1回／年 I 2問／年
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撃手書草木部書ヘリ：コプターテレビシステムを活用した間像情報の収集・伝達（ i ) 

迅速かつ約機な災饗応急対策の実施iこ有効なヘリコプターテレビシス

テムの機能確保及びこれを活用した画像情報の収集・イ沃i棄を1Tう。

2問／年2間／年

•. ・.：二九現状：
(26年度末）

2回／年
画像情報の収集・伝達主訓練の実

施組数

妨災対策部

（他の事組主体）

濁消防救急需要線設備のデジタル化への移行促進（ i ) 

「ミ三重主県消防救念無線デジタノレ化広域化努備計軍司jに2毒づき、 I潟紡救急

無線のデジタル方式への移行を促進する。 市町

ポ閤標いp：…l.目標ι
((27年度末i・,f・c29.i手渡米）

100首

パ現状
〔26年度末）

消防救急デジタル無線（共通波）

空整備工事の進捗率

l~士重震備部

（｛血の敬組主体）

事業者

・災害時における迅速な被災状況の把犠打）

災害発生後の公共土木施設の被災状況を迅速に絞握するため、建設企

業、測量ま設計企業との緊急時における協定に慕づく情報伝遼体制の強化を

進める。

標
制
一
即

司コ……羽一

1ム

…
γ

ス
ゲ
一
年

標一度一

w
一

目
3

1

剛
一
町

臓被災宅地危険度判定士の養成（温）

宅地が大規模で広範図に災容を受けた場合に、被答の発生状況を迅速か

っ約確に肥援し、宅地の二次災害防止のための被災当主地危険度判定合実泌

する判定士の養成を行う。

（他の取組主体）

県土整備音B

f
j
 

市
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圃「しアラート（公共情報コモンズ）Jの円滑な運用 I震点IC iv l 
県民に災密情報を提供するため、公共情報コモンズへの情報発債を行

フ。

Lアラート（公共情報コモンズ）へ

の篠実な情報発倍率
提供開始 100叩 lOC唱

隠 f防災みえ jpJメール配信サービス等への加入促進（蒋掲）｛重点IC ii l 

f防災みえ jpJメール自己イ言サーどスは、気象撃事事現・注意報のほか河川

水｛立情報等、多数の気象情報を配信していることから、県民の迅速な避難

行動を促すため、当該メーノレilcf言サービスへの）JJ入促進合図る。また、メ

ール配信サ｝ピス以外に、利用可能な多様な手段を活用し情報を提供す

る。

メール配信サービス登録者数

多様な手段による情報提供

•• ／現状ペマ1•···：：医療：el i思議出
•• Iお年度末〉三 1•c21年度末ト：：（29年度来メ
36,000人

(26年11月末）

提供のあり方

検討溝手

50,000人

提供のあり方

検討完了

50,000人

情報機供

圃「緊急速報メールjの市町への導入促進［護点、l( i ) 

大規模災害持にいち早く情報告と伝える手段として、緊急速報メールの導

入が県内全市町において進むよう、 3キャリア（NTTDocomo、五DDI、

Softbank）加入にまだ、ヨさっていない市町に対して導入促進をi怒る。

緊急速報メール3キャリア加入市

町数
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2宮市町 29市町

紡災対策部

（他の取組主体）

事業考

市町

防災対策部

紡災対策部

（他の取組主体）

市町



•s NS  （ソーシャルネットワークサービス）を活用した情報提供のあ

り方検討（ i ) 

来日本大幾災では被災状況や安15'確認等の情報のやり取りにSN Sが

活用されたことから、災害時における情報インフラのーっとしての活用の

あり方について検討を行う。

防災に隠する情報提供手段として

のSNSの活用

川現状：； 1ーに；；！§猿， r;J•• ／目標J怜
己（26年度末）＜ .f.ぷ位7年度末）ユJλ：：位9年度京子；

活用方針の
策定完了

活用検討着手
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(11)孤立の解消に向けた対策の推進

県内には、溜J11のjQ,滋や土砂崩れ等によって孤立する可能性のある地区が

あります。
孤立に備えた取組として、水や食料等の個人備蓄の促進を図るほか、非常

用の通信手段や震源確保など避難所護憾にも取り絡みます。
また、早期の孤立解消｛こ向けては、迅速な道路啓関を展開できる態勢を確

保するとともに、被災した公共土木施設に対する応急復旧態勢の強化を進め
ていきます。さらに、経上輸送仁加え、空中輸送を予言郊活用するだめのヘリ

コブターの燃料確保対策ち進めます。

・停電、断水、道路途絶等に俄えるための俗人儀蓄の促進（再掲）［震点］
(iii) 

発災夜後に地域で自活する備えとして、水や食料など飼人備議にかかる

意識の浸透と定着そめざして、啓発活動を実施する。

80回 i 120 I浅

防災対策部

（他の取組主体）

事業者、

市町

翻｛麗人備蓄など災害時の緊急物資等における備蓄のあり方検討（碍掲）｜妨災対策部
( i ) 

支援物資と備著書物資の役割分担、個人備蓄と公的備蓄の分担割合（個

人備蓄のあり方、公約備蓄の必要数量等）、いざ災害発生という場合の

円滑な供給方法等について検討を進める。

策定完了

際狐立化を紡止するための滋難所等におけるま妻備促進 u重点｝（逝） ！妨災対策部

災害時における孤立化を紡止するため、非常用の通信手段や電源、の確保 ICf患の取組主体）
など、市町が主体的に取り組む孤立化i坊止対策について、地域減災対策推！ 市町

進事業により支援を行う。
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際緊急輸送道路の整備［重点l( i ) 

災答時に人員や物資などの交通（輸送）が確保されるよう緊急輸送道路

に指定されている県管潔道路の整織を推進する。

九人蕩絞らヨヨ；）目譲ミ社、二バ努猿三三l

乙_(3.6年度末lCI <21年度末）…・I.(29年度末）ぉ
第1次および第2次緊急輸送道路

に指定されている県管支華道路（91I 94.5唱j 94.5% I 94.5唱

路線）の改良率（改良済路線数／91)

第1次および第2次緊急車車送道路

lこ指定されている県管理道路の改 1 606.4k阻 i 606. 7km I 608.0km 
良済延長

l県土整機部

E雨量規制区間の代替ルートの確保（iv) ｜県土整備部

台風や集中豪雨による地域の孤立を防ぐため、雨量燦制区隠の代替ル｝

トの確保に向け、 l県管耳華道路の整備を推進する。

バイパス等の繋備による雨量ま規制

区間の代務ルートの確保筒所（県

管理道路）

氏現状；；：1・・・・人主鼠標j以｜ぶど怠事事長；i

} (261手渡来） 1••c<21 年度末＼ sl (:29年度末Y¥

2~富所

’E高速道路等のミッシングリンク（未開通区間）の解消 u重点l( i ) 

ミッシングリンクとなっている高速道路等の来事業化区間の早期事業

化など、緊急時の救助・救援、災害時の復旧・復興を担うとともに、産業・

経済活動を支える高規格幹線道路の整機促進、早期供用に向けた取組を進

める。
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県土空整備部

（｛血の取組主体）

事業者



県土帯主備部.道路妨災対策の推進（iv)

豪雨等による災容を未然に防止するため、平成8年度lこ実施した「道路

防災総点検jにおいて防災上対策が必要喜と判定された f要害対策箇所（ラン

クl)Jについて年1回の点検を実施するとともに、変状等が磯認された

箆所について対策を実施する。

i
f裕
一
年

描
綿
一
渡
風

呂〓
1

～
Jm
一

九
一
松
一
年

襟
一
割
一
断

回
一

1

川……ド一律

状
）
疫
一
風

貌一
6

M

の
4

濁総合防災訓練（実動訓練）の実施（再掲）［盟主点｝（：）

来日本大幾災及び紀伊半島大水答の課題をふまえ、 f訪11線でできないこ

とはいざ災苦手の時にも絶対にできないjという視点から、住民参加による

紡災カの向上及び防災関係機関等相互の連携を強化しつつ、地域繰題や室主

点的に取り組むべき課題などテーマに応じた実践的な訓練を実施する。

（他の散総主体）

防災対策部

採決

事業者

市町

防災対策部・緊急輸送ヘリコプターの燃料篠保［］重点l( i ) 

災饗応急対策初動期の緊急輸送ヘリコプターの継続運用を可能とする

ため、航空燃料の備蓄貯蔵所の繋備毒事を進める。

ハ：現状：L人一三日議 1.r,;1当様：：；；：
～一（26年度末）i';1・>(27年度宋 29年度末I～

整備前関¢ 貯蔵庫等

策定完了iの建設完了
検討着手

聞道路啓勝対策の推進［護点J( i ) 

迅速な道路啓関念展詩書するため、熊野灘沿岸の建設害事務所管内で資材iを

傷害きする道路啓開基地の整備を行う。

また、君主、県、市町、建設企業と連携した迅速な道路啓関の態勢整備を

推進する。

（｛患の取総主体）

県土整備部

事業者

鰍
一
蛾

地
一
線

甘
部
一
訓

啓
一
啓

路
一
路

道
一
道
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園被災した公共土木施設に対する応急復！日体制の強化（ ii ) 県士事主備昔話

建設企業、減量設計食業との緊急時における協定に基づき、被災した公！（他の取総主体）

共土木施設への迅速な応急復旧体制の強化を進める。 ｜ 事業者

山入：箇標＼日
(27年度末）

1痘II年・
事務所

問
問
五
一
一
酬

自
主
加
古
学

ふ現状…二～
～，＇（26年度来）

1回／年・

事務所
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(12）広域応援・受援体制の整備

風水害による被害状況が、被災市町が単独で対応できる限界を大きく超え
た揚合、比較的被災の程度が小さかった県内市町や他府県、防災関係機関等
からの支援が必要となることが予想されます。
災害時の支援等にかかる協定締結の促進、市町域を越えでの広域避難体制

の検討、広減防災拠点、の整儀・機能強化、他府県との訓練を通じての遼携強

化など、必要な取組を進めます。

E災害時の支援等に関する協定の拡充（ i ) 防災対策部

災害時における広域連携・支援体制を確立するため、民間司王翼患者等との I（他の取組主体）
協力協定の締結・拡充を進める。 I 事業者

百戸弘正j，；（~騎手寸法院
協定締結等｜協定締結等｜協定締結等

町市

臨海抜ゼロメートル地帯等における広域避難体制の検討（再掲）［］重点］
( ii ) 

県北部に広がる海抜ゼロメートル地裕では、風水害による長期の滋水、

多数の避難者の発生が想定され、市町携を越えでの広域避難が必要となる

可能性が高いことから、広域避難体制のあり方や手続きなどの検討を進め

る。

妨災対策部

（他の激組主体）

県民

事業者

市lllJ

＞：現状 目標 目様子N
(26年度宋 （~7 年度予転） (29年度末） : 

広域避難に際する具体的な動 I~~·骨明 快」i検討え苦手 作成完了内容を認した活動重要領の作成 I 't;Kμ J 間 切

霞広域防災拠点の整備・機能強化（ i ) ｜防災対策部

「三重県広域防災拠点施設等主主本構想〔改訂版〕jに基づき、北勢地域｜（他の取組主体）

における広域防災拠点の整備を進めるとともに、県内各拠点の資機材の整 j 市町

備、拠点を活用した訓練の実織など、機能強化を図る。

北勢拠点のま整備

各拠点の機能強化

測量；・設計 造成着手 建設完了

整備数議等F 資機材

検討着手 数備完了

159 



際防災関係機関との遼携強化（再掲） ( i ) 

東日本大震災及び紀伊半島大水容の災害対策f舌動から得た遼携強化に

資するさまざまな教訓をもとに、対策を検討し防災関係機隠との連携強化

を推進することにより、大波模災主害時の応急体制の充実合図る。

九現状：：：（叶戸自撰h
じ＜26年度末l.<I己…＜21年＼度末）に

1罰／年 I 1回／年

ご ！；；•§標～江主
・(29年度末）χ

1悶／年

防災対策官II

（他の取締主体）

事業者

E警察災害派遣隊の運用＜ i ) I 警察本部

大規模災害発生時に派遣が見込まれる警察災害派選隊の紹集・派遣体串u

の整備を図るとともに、救出救助等の実戦的訓練を行う。

一一。一年

状
啄
一
断

震
刻
ゐ
刊
一

1
1

一……立年

掴
紙
一
叩
一
附
一

回均一

1

罰消防における広域応援体制の充実強化（iv)

県IE!上~)II線、県総合防災都練、緊急、消紡援助隊ブロック訓練等を通じ、

単独の消防本部では対応しきれない大規模災害発生時における消防本部

開の連携及び県外応援部隊の受入体市uの強化を殴る。

ペis~！，ぶれ；7~~）－ 1•(29官民、
吋妨本部／年 i州防相年 Iis消防本部／年

紡災対策部

（他の取組主体）

市町

聞災害時のボランティア受入体制の整儀（ i ) i健康福祉部

県内外からのボランティアを円滑に受け入れるため、県域の言十闘やマニ

ュアノL等を作成するとともに、関係者と十分な共有を行い、実効性のある

受入体制をま整備する。

また、市町や干士会矯祉協議会、災害支援団体等との意見交換を通じて、

地域におけるマニュアルの裳係等平常時からの体制強化を促す。

受入体制の整備

•m~＇i~；~： ふ腎去三
兵器3宅！.町~1 ：；セ：·~~

平してしる ＇；，；；~~／ご｜ 上げ体制の
(25年度末 思附！L ' I 懇傭完了

環境生活部

（他の取組主体）

市町
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眼災害時のボランティア活動に関する連携強化（ i ) 

災答時にみえ災害ボランティア支援センターをと迅速に立ち上げ、支援活

動念行うため、構成する幹事間体のほか、実銭的な研修や訓練等の実施に

より、市町役会福祉協議会や災害支援団体、 Np O等による「顔の見える

関係づくり j を進める。

…一…一一ト一体刊判

決
酎
一
回
舵

現尚一
M
A
同

位一。

ぷ目標・・・・・・＜11鼠穣r
ミ.(27年度京j不cz9年度末）シ

60団体im 図体
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紡災対策部

健康福祉部

環境生活部

（他の取組主体）

j県民

事業者

市町



(13）医療救護体制の充実

災害時における医療を迅速かつ的確に実施するだめ、医療体制の確保は欠

かせません。

災害発生時には、停電や断水、通信途絶、道路被害による懇者の搬送や医
薬昂の輸送関難が想定されます。そのため4災害拠点馬蹄等の非常用電源の
確保、医薬おの備蓄や供給体制の禁傷等に取り組んでいきます。

まだ、災害時！こ円滑な情報収集ができるよう、救急告示医療機関の EMIS

（広域災害・救急医療情報システム〉への参邸促進や、地域における災害医

療ネットワークづくりなど体制整備も進めていきます。

健康福祉部

（｛患の取組主体）

震災害拠点病院等での非常用発電機能の確保（ i ) 

災害言拠点病院等が機能停止とならないよう、非常u再発電装置の官霊源磯係

等の整備を進める。 事業者

山現.~主ケ川守二：宮様三；｜；主主目標 戸

、：(:i6年度米ij ,i(27年度宋）は｜ぞ（29年俊末）

12病院
(25年度末）

13病続10病続
通常時の6害I］以上の発電容愛確

保の災審拠点病波数

健康福祉部

｛他の敬組主体）

圃災害拠点病院等での医薬品の備蓄、供給体鱗の検討（ i ) 

i笈薬品の備議室主・使用期限に衡する情報把握など医薬品備醤の管想と更

新を行うととともに、供給体総についての検討を進める。 事業者

ぃ…
J
j十
一

三一一
様一度一

除一一年

j

i

……Q
u

一；
 
i
 

ご
U
U
Y
J

一

一
応
来

日一年一i
 

i
 
j
 

）……ュ一

i
j

）
 

j

z

 

j

E

 

町
議
湖
沼

…ω

…。，hp

引
か

i
（
 

13病院8病院
医薬品供給協定締結済災害拠点

病銃数

書店災害拠点病院の司l融実施・参加促進行）

災害拠点病院が停に1回以上、訓練を実施または参加するよう促す。

健康福祉部

（他の取組主体）

事業者

iii為替ぶ：iil1：：；；~1~f~，＇l!.I ＇ム号民主

(25年））！＇宋）
lOC唱100也
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醤災害拠点病続の被災を予測した檎完機能の篠保 (i) 健康福祉部

災害拠点病院が機能不全に｜沿った場合に備えて指定した災害医療支援｜（他の取締主体）

病院が災害事拠点、病i涜と遼携して訓練に参加する。 ！ 事業者

ム轟ι室主~
75.0% 

(25年度末）
100% 

思救急告示医療機関の巨M I S参加促進（ i ) ｜健康綴祉部

災害事H寺に円滑な情報収集ができるよう、 EM!Sに参力自する救急告示l笈｜憾の取総主体）

療機関をj穏やす。 ｜ 事業者

日現状・：. I二示問模札予IX目穣以
\28.~手度末）汁主（27年度米j t (29年疫病

70.5唱
100出

(25年度末）
82.0% 

’IEMI Sを用いた災害医療情報の問、県、関係団体問の共有（ i ) 

予告災時に、大量まの発生が予怨される重傷者、被災地域内の入続患者、医

療施設の被災状況等、災害医療情報を、問、娘、市町、環係間体で共有す

るため、 EM!Sを用いた情報共有の体制強化を進める。

EMIS入力訓練参加機器塁数

三戸三現状•···SI :•El磯山 I ＞目標ぷ：
ふ｛白年度求）ザじ（2］.年度米ぷ1<<29年度末5• 

31機関
50機関

(25年度末）
61機際

調災害時の医療を迅速かつ円滑に提供できる体告ljの繋傑 (i)

DMATや医療救護班の派遣や受入、言湾整機能の磯保などに必要な体制

を確認するため、災害医療コ｝ディネーターとともに！来災察対策本部医療

本音~の訓練を実施する。

：＞γ1現状戸川市襟出｜店、目穣三：
ミ＇（26年度末）主人じ（27.年度来が斗寸（29年度末〉

(25年度末）
1沼／司王訓練実焔回数

l[EJ／年
1問／年
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健康福祉部

（他の取組主体）

事業者

健康綴主上部

（他の取組主体）

事業者



剖地域における災害時の医療に関するコーディネート機能の確保（ i ) 

発災時に災害拠点病院等が災害医療に対処できるとともに、災害警医療コ

ーディネーターによる災害医療のコーディネート機能が十分に発擦され

るための体制を毅備する。

地j或災警医療対策会議開銀数

J
b

年
約

粧
品
湘

地

ω

地域ごとに｜地域ごとに

1殴／年 I 1周／年

健康補祉部

（他の納盟主体）

事業者

健康福祉部個地域における災害医療ネットワークの構築 [J重点I< i ) 

地域において、訓練や研修の実施等を逮じて災害拠点病院、災犠医療支｜｛他の取組主体）

援病続、二次救急医療機際、医師会等の連携を促進するなど、災害医療ネ i事業者

ットワークづくりを進める。

一三〉一

個
慌
直
一

目

一
一心（一

j

一…：計十一
；一家

徳
一
度

目年一i
 

v

一ω一
j
z
 

状
駄
雌

担
制

j

一f
i
 

一内，
A
時i
 詩ii線、研修母事実施地域数 9地域 9地域
(25年度末）

・避難所や救護所における医療ニーズの収集方法の検討（体制、ルール

作り） ( i ) 

避難所や救護所において医療行為が必婆な避難者を把援する方法や、医

郎、看護師、保健飾等による避難者の検診体制の充実など、事前の体市lj検

討やノレーノレづくりを行う。

地域災害医療対策会議僚依数

ムf…現状 1 8擦 問襟ぷ
主食鐘鼓斗半世臨斗三担年度援に
地域ごとに • "' 」 山一三； 地域ことに 地域ごとにI罰年 ’v でニて二 ’.... 

てJ 1図司王 1沼／年
(25年E童宋 ｛｛  【

健康福祉部

（他の恥肢体）

事業者

健康福祉部聞避難所での衛生管理体制の篠保（ i ) 

避難所における歯科医療数百産等に対応するため、地区歯科医師会と市町 I（他の取組主体）
との協定締結を促進する。 ｜ 市町

三
一
…
主
町

長

一

市

昨
昨
年
一
日

9
一

一
j

山手い位一

地区歯科医師会と協定を締結して i 8市町

いる市町数 I (25年度末）
10市町
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・遺体を取り扱う体制の整備（ i ) 

遺体の検祝・検察、身元確認、号！渡しが迅速かっ的篠に実施できるよう、

災害害発生時の遺体取扱体制の豊富備を進める。

検視・検察、身元確認研修会の開

催
3回／年

165 

6回／年 6回／年
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(14）市町防災カの向上に向けた支援

災害対応の最前線で「公防Jの役割を担っているのが市町です。災害時に

迅速な応急対策活動を展開するだめには、市町の災害対応力が十分に発揮さ

れるζとが!131婆です。
市町職員が災害対応全体を掌援できる能力を高めるだめの人材育成支援、

市町の災害対策本部の機能強化に陪けた訓練等への支援、地域減災対策推進

事業による洪水・土砂災害避難対策等への支援のほか、消防団や白主防災組

織の人材育成や総織力の強化につながる取組の推進など、市町の防災カの向

上を支援していきます。

様子持町が主体的に取り組む防災・滅災対策への支援の実施（温）

地域減災対策検進事業（地域減災カ強化推進補助金）を通じて、市町が

実施する洪水・土砂災害滋難対策、災害事H寺要援護者避難対策、孤立化防止

対策等、市町の防災・減災に向けた取組を促進する。

また、「三葉県新地震・津波対策行苦手J昔十国主j の中限苦手舗を行う平成 27

年度に、平行してni田了に立ナずる支援のあり方についての総合的な見夜しを

行うことを予定していることから、市町の防災・減災事業の進捗状況につ

いての検吉正を進める。

取組支援市町数

支援のあり方についての総合的な

見直しの笑施

＜：.~状.；Gcj}'i！時三主｜川｝主役日
三笠笈！！治以Iふ（27年度末1日Ifag年度おら

29市町／年I29市町／年I29市町／年

検証iこ寺苦手！見渡しの実焔｜：支援の実施

聞 fみえ防災障減災センターj による防災人材等リソースの活用（再掲）
（凹）

三重主県と三重大学が共同で設立した fみえ防災・減災センタ~J を通じ

て、市田丁や企業、県内他大学との漆携・参画をi鎮めながら、それらを結び

つける「防災ハブ機能Jを持たせるとともに、他県や淘の研究機関等とも

連携し、県内外のヲソースを集結して「シンクタンク機能jも持たせなが

ら、防災人材の脊成と活用、調査研究、情報の収集と発信、地域・企業支

援等に取り組む。

新たに育成した人材が地域等を支

援した回数
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か...，，；自模工……
ぷ（29年度末〉ド

3阪／年・人

防災対策部

（他の取総主体）

市町

防災対策部

（他の取総主体）

県民

事業者

市町



酒市町職員に対する実践的な研修カリキュラムの提供と実施（再掲）［議

点l(iv) 

市間I職員が災答対応全体を聖書2援できる能カを身につけることができる

よう、実践的な研修を実施することにより、地域の防災・減災カの底上げ

を図る。

川現状 SI幅五万忌緩F
半径受庭室斗三蛍長震強斗斗盆塗箆お匂…コ

11!翌年 1悶年 1蕊／年

闇市町における図上訓練の実施支援｛重点］（溢）

市町が実施する図と訓練に対して、防災技術専門員・指導員を派遣する

など、市町の災害対応力を高めるための支援を実施する。

去三ilj晃主たがE：ギ貝様Ve：心主目穣三万三
三＜26年度末：子治（27年度;1'）＇.ドペ29年度末Ji

12市町／年I20市町／年I20市町／年

富市町における避難勧告等にかかる基準の繋備・再点検の促進（再掲）［議

点l(iv) 

霞の f避難勧告毒事の半！JI新・伝逮マニコアノレ作成ガイドラインJtこ基づき、

市町に対して、避難勧告等にかかる基準の整備・再点検の実施を促進する。

また、市町が、避難勧告等を発令する際の参考となるような、主主主撃の運

mや取級事例について情報収集・共有を図るほか、今後、避難勧告等の発

令を重要した災害対応後に市町とともに検証を行うなど、総統的な見直しに

つなげていくための支援を行う。

三重県市町等防災対策会議等で

の検証
3回／年 1回／年 l[fil／年

司市罷Tが取り組む『洪水ハザードマップjの作成支援（再掲）｛議点］（町）

市町が主体的に取りMlむ f洪水ノ＼ザードマップjの作成について、地域

滅災対策検進事業の洪水・土砂災害避難対策により支援を行う。

167 

防災対策部

｛他の取純主体）

市町

防災対策部

（他の取組主体）

市町

防災対策部

（｛患の取締主体）

市街丁

防災対策部

（｛也の取組主体）

市町



国市町が取り組む「内水ハザードマップjの作成支援（再掲） (iv) 県土擦係部

雨水が下水道や河川などに排水できないことから発生する浸水及び避｜（他の取組主体）

難に隠する情報を住民に提供し、平常持から住民の自助意識や妨災意識の｜ 市町

醸成を翻るため、市町が公表する f内水ハザードマップjの作成について

支援を行う。

ワ、…一現状三店
主（26年度末γη

2市町

ぶト自襟＜ J<～：凋穣£三i

：的存度末Jil>(29年度末）' 

3市町 1 5市町

・土砂災害警戒避難体制づくりへの支援強化（再掲）（町）

市町が土砂災害の避難勧告等を発令する際の約磁な判断につなげるた

め、土砂災害寄撃事戒避難体制づくりへの支援を強化する。

j県土空襲備部

み呂穣：J
Hz空車窓）＿＿＿

3回／年

＼
一
一
位
年

穣
腹
開
叫

問
問
ね
コ

ηο

jQU町一。，h

叩

勺エ現状ω
～忽立笈援窓2-h

1回／年

•m町が取り絡む f土砂災害ハザードマップj の作成支援（再掲）［議点l I I坊災対策部

（町） （他の取組主体）

市町
市町が主体的に取り組む「土砂災害警ノ、ザードマップj の作成について、

地域減災対策推進事業の洪水・土砂災害避難対策により支援を行う。

i量塾u
7市町

コー沼標以
(27年度末1～

9市町

川一目標～γ
(29存度末5',

14市町

国防災担当事誌員の防災情報システム操作能力向上（ i ) 

燃が市田T等に配備している紡災情報システムの端末は、多くの情報収集

機能を有していることから、これらの機能の有効活用を図るため、操作説

明会の関僚など市町担当者、県災害対策本部地方部職員等によるシステム

の操作習熟度を高める。

紡災対策部

；川現状：：・・・・・・・・.・・・；い目標，，，，，
ど（26年度末ふヰ：＇（ 27年度求j二

1聞／年 I 2問／年

…
川
和
一
年

様
綾
一
組

問
闘
病
コ
ワ
μ
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聞防災行政無線を操作する無線従事者の養成（再掲） ( i ) 

防災行政無線設備の操作または管環を行うためには、総務大医の免許を

受けた無線従事者の選任が必婆となるため、無線に関する一定の知識・技

能を身につけた無線従事者の育成を行う。

日説法三i時 7闘機山
火26年度末 1i1年度末） 〔29年度末）U

3閏年 1回以上年 1IEJ以上年

置常備消紡の充実強化（ i ) 

消防設備や施設の整備、救急搬送体制の空整備など、常備消防の充実強化

を促進する。

三ぺ現状ヘii.Iふ3…目擦：～ぐI?g猿戸…
一…（26年度末）山j～.（27年度末子二i(2！）年度来）一一

15消防本部／年I15 消~Ji本部／年 I 15消防本部／年

掴消防職員にかかる教育訓練の充実（再掲） (iii) 

大幾模化、複雑多様化する災害に対し、専内的な知識・技術を有する人

材の養成等、消防カの強化に向けた取級を進める。

三現状三~： r：三＝毘穣三fl ：＇］ヨ穣b
・(26年度末｝℃1く27年度末）礼二位色年度末）二

15消防本部／年i15消防本部／年i15消防本部／年

劃地域防災カの中核を拐う消i前回の充実・強化（再掲） u重点｝（町）
消防団への加入の促進、消防団長の処遇の改替、消防団の装備の改善幸及

びi潟紡関員の教育訓練の改善により消防団の強化を！怒るとともに、地域に

おける防災体制の強化を図る。

95.3帖 95.5% 
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紡災対策部

紡災対策部

（他の取組主体）

市町

防災対策部

｛他の取級主体）

市町

防災対策部

（他の取組主体）

市町



（他の激組主体）

防災対策部

市町

・消防図の活動支援団）

地域防災の中核を按う、消防湿の抱える諸官概要（団員の減少、消防団員

の高齢化、被膜用者団員の増加等）に対応していくため、若年爆問員の確

保のための取組や、被雇用者が入間しやすい環境づくりに向け、勤務地で

の消防閲入問等の各市町の入間重要件の緩和などに取り組む。

事一問問一
状
度
一
出
品
制

現「一

α
95.$略95.3帖

調消防団員にかかる教育書11練の充実（再掲）（加）

地域防災の中核合担う消防関員に対し、i坊災に係る専門的知識を潔得す

る教脊訓練（講座、訓練）の場を設け、災察発生時に的確に対応できる消

防団員、の養成を殴る。

（他の取締主体）

紡災対策部

市町

マ現状三…l心…沼猿……jした目穏二一
>(26年度末〕…｜ヨ（27年度末y{j:;(29年度末）

200人100人
教育訓練に参力Bする泌紡関員数

（累計）

防災対策部

（他の散総主体）

市町

訓告主防災組織の指導的役畿を果たすことができる消紡窃員の養成（再

掲）［議点l(iv) 

災答日寺要援護者対策などの自主紡災組織の役寄せ（活動）についての研修

を実線するなど、自主防災総織の指導的役割を果たすことができる消紡罰

員そ養成する。

ほお！｜法医i<i高山
1回／年1釦／年

消防団員合対象とする専門職防災
研イ疹の爽施

際実践的な活動ができる自主防災組織リーダーづくり（再掲）［重点］（田）

自主防災組織リ｝ダー研修をリニューアルして、研修カリキュラムに地

域での訓練の全額・運営をはじめ、消防間活動への理解と連携を深める内

容を盛り込むなど、より実践的な活動ができるリーダーを養成する。

（他の耳主総主体）

防災対策部

市町
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聞消防団と自主防災組織が遼携して防災（災害対応）活動を行うための

環境づくり（再掲）｛君主点］（百）

自主防災級織や消防団をとベースとする地域の綴織カを活｝召して住民の

防災意識の向上を殴るため、自主防災組織と淡防団との合同研修宏際機

し、キ日：瓦の理解促進と逮携強化に取り総む。

現状
(26年度宋）

際標こい…
～（27笈援笈i←

3凹／年

聞 fみえ防災人材バンクj を活用した人材の育成・活用（丙掲）｛護点｝
(iv) 

fみえ防災・減災センターj において、「みえ防災人材パンクJ主主録者

に対して、地域で実践活動告と行うための事前研修を実施するとともに、こ

れらの人材と地域活動の場の？ッチングを行うことで、人材の活fflを図

る。

…九漢状～リ
(26年度宋）

山
内

U
U
一
年

四
怖
制
一
断

回一時一

1

五日毘様勺
(29年度末）

1回／者三
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防災対策部

（他の取組主体）

市町

防災対策部

（｛血の取総主体）

県民

事業者

市町



(15）災警時要援護者への支援（応急対策）

東日本大震災では、災密時要援護者への支援について、避難後に震災関連

死に至ったケースがあることから、風水害対策においても、万全の体制を構

築し、支援に取り組んでいく必要があります。

福祉避難所の指定や介護保険施設閣での棺互避難に関する協定の締結、避

難生活における特別な配慮など必要な対策を進めるほか、要援護者を支援す

るための相談体制や情報提供体制の整備にも取り組みます。

・三重県避難所運営マニュアル策定指針の活用促進（再掲）｛重点IC i ) 

東日本大渓災の教訓告とふまえ、さまぎまな避難者に対応するため、平成

24年度に改定した f三重県避難所遼営マニュアル策定指針Jの活照促進

を図る。

ふ警告ぷI'r21をお；
8市町｜ 15抑lT

E福祉避難所の指定等の促進行）

包襟勺
笠皇室五
29市町

紡災対策宮市

（他の取組主体）

県E主

事業者

市町

健康憾祉部

市町における福祉避難所の指定、社会福祉施設等との協定締結、福松波｜（他の取組主体）

難所の代替となる災害時婆援護者の童避難場所の確保を促進する。 I 市町

日現状ヌ n：：：；困撲ミ三三I去にEl緩引：
ア（26年度末7モj…＞（27年度末！＇ 1'久（29年度末）ー

福祉避難所または代替避難場所 i 25市町

磁保市町数 I c25年度末） 25市町 29市町

銅介護保険施設（特別養護老人ホーム・介護老人保健筋設）の棺互支援

協定の締結促進行）

災害時において、施設問で入所者の避難等の相Ii支援が円滑に行われる

よう初五支援協定の締結を促進する。

：：：：：…現状4治宋浴周嬢 目嬢ぶヒ
E末 2.l年度末 29年末）i'

(25年度末）
100% 100也
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健康福全上部

（他の取組主体）

事業者



（他の取級主体）

環境生活部

rnlllf 

• r避難所情報伝達キット絵表示・多言語つ・た・わ町るキットjの活用

促進 (i)

避難所を管現・運営する立場にある行政担当者や自治会及び学校関係者

等と、避難所の運営に関わる避難住民などが、ピクトグラム（絵文学）や

多言語表示シート等を用い、外国人被災者に避難所生活て、必要な基本とな

る情報（場所やルール等）を伝えるために作成した避難所情報伝達キット

の市町への普及を防災訓練や研修を通じて行う。

箆擦ツた
笈度表i

2回／年

標
献

自
年

九
幻

2回／年

一～日現状
<2e年度末）

2回／年
f避難所情報伝達ーキットJを活燃し

た防災都練実施回数

環境生活部

（他の取組主体）

－
 

岡市

隠 fみえ災害待多言語支援センターJを通じた支媛の実施行）

さまざまな主体の連携・協力による「みえ災害言時多言語支援センターj

を通じて、多言言諸による情報擬供、外関人俊民からの問い合わせへの対応

等を行う。

一…小現状 〕i二回擦に川た箆j察～一一
～（26年度末lI ¥27年度末）ジれ（29年度末｛

1回／年1回／年I回／年
多言語情報提供を想定した図上

訓練の実施回数

健康福祉部

（他の取組主体）

市町

・三重県災害時保健郎活動マニュアルの活用促進（ i ) 

災害~a寺における健康支援活動は、迅速・安全・約確に行うこと、また災

審が長期化した場合は、生活環境の変化等による公衆衛生的な側部から継

続した支援活動が必要となることから、東日本大震災の教訓もふまえ、平

成 25年3月に改訂した f三重県災審H寺保健防活動マニュアノレj を活用し

た研修会または司11練を実施する。

襟
駄目一一

副
惜
し
献
一

週
7

一

二
一
齢
制
献

殺
6

M

A

同
29市町15市町

マニュアルを活用した研修または

司11練への参加市町数
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掴災害時こころのケア活動マニュアルの活用促進（ i ) 

被災者への保縫活動は、こころのケアの祝点を持って行うことや、心的

外傷後ストレス降客（PTSD）等の精神疾患の予紡のため、継続した支

援活動が必要になることから、平成 25年 SJHこ策定した f災害時こころ

のケア活動マニュアルj の活用を図る。

一一家一
…度…
鼠一一i
 
i
 
i
 

三九））
状
度

現
…
一；
 
i
 

j

～
Jr‘ω
 

円心園事票以
(29年度末7

2宮市町
こころのケア活動研修会への参加 i 21市町

市町数 I czs年度末）
19市町

健康福祉部

（他の敢組主体）

市町

環境生活音~書店男女共向参闘の視点を持った栂談対応への支緩（ i ) 

災害~a寺iこ市町等において男女共同参画の椀点を持った相談会f応を行え

るよう、三重県男女共！湾参蘭センターが専門的知見を活かし、相談対応に

関する？ニzアノレを作成するとともに、平時からの普及を隠る。

作成完了
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(16）男女共湾参磁の視点に立った災害対応酬支援体制の確保

東日本大震災以降、男女のニーズの濃いをふまえた災害対応を行うことが
できる体制づくりが求められるようになりました。
主に女性が中山となって活躍している専門職職員等を対象とした人材育成

や、避難所運営における女性の参画拡大など、防災現場における男女共同参
画を進めます。

防災対策部聞女性防災人材の育成（再掲） ( i ) 

主に女性が中心となって活践している専問機の職員や地域で先導的立

場にある女性を対象として、それぞれの職場や避難所運営の防災現場な

ど、さまざまな場原において、女性の視点で主体的に活動し、リーダーシ

ツプを発様できる人材そ脊成するとともに、予言成した人材のネットワーク

を構築し、相互の連携と継続的な活動を支援する。

一
一
一
－
人

猿
i

度
一
回

目一年一

3

襟一度一小川

隠
均
一
；

三一幻一
一
日
7
人

b
k
k
A
υ
 

品
も
屑
史

C
O

混
同
一
ー

聞防災現場における男女共同参薗の推進（再掲） ( i ) 

避難所運営等の現場において、男女共同参i聞の被点をふまえたニーズ把

援や意思決定が行われるよう、防災現場における方針決定過稜への女性の

参画拡大を障るとともに、防災と男女共同参画の視点を持って地域です舌践

できる人材を脊成する。

防災対策部

環境生活部

ふだ現状 目標 目標三c
"'(26年度末） (21年度末 '129年度末） ' 

県が育成する防災人材におめる ' ' 

女性の害lj合
29.8唱 40.0% 35.0唱

430人420人
441人

(26.4.1) 
女性消防団員数

県民

（他の耳主総主体）

防災対策部量三重県避難所還滋マニュアル策定指針の活用促進（再掲）［重点l( i ) 

東日本大E建災の教訓をふまえ、さまざまな避難者に対応するため、平成

24年度に改定した f三重県避難所遼営マニュアノレ策定指針j の活用促進

を図る。 事業者

市町

.；；（害容菩
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・男女共同参湿の視点を持った棺談対応への支援（再掲） ( i ) 

災害時に市町等において男女共同参画の祝点を持った相談対応を行え

るよう、三重主県男女共同参爾センターが専門的知見を活かし、相談対応に

関するマニュアルを作成するとともに、平時からの普及を図る。

」現状よ：｜？：に関擦日•·.•I ：図穣以
:·(26 年度末J'•ILW年度当記）ラ I <29年度末）ご

検討務手 i作成完了

環境生活部

a防災分野における激策・方針決定過程への女性の参聞協大（ i ) j紡災対策部

防災分野における政策・方針決定過程への女性の参闘拡大を図るととも j環境生活部

に、防災関連計i蘭等への男女共同参阪の視点の反狭を進める。

100也 100略
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(17）帰宅支援対策の強化

風水害によって道路や鉄道が途絶した場合、通勤・通学者に加え、地理に
不案内な観光客など、県内には多数の帰宅困難者の発生が予想されます。
円滑な帰宅を支援するだめ、帰場支援や入員移送等に関して事業者と締結

した協定を適正に管理していくほか、帰宅支援ステージョンについて周知を
行います。

まだ、帰宅殴難となった観光客について、帰宅支援対策など必要な検討ち

進めていきます。

園災害時帰宅支援ステーションの協定締結の推進（ i ) 

沿道に拠点を存する事業者との協定締結等により災害時帰匁支援ステ

ーションの充実を図るなど、帰宅慰難者の円滑な帰宅を支援する。

〈た現荻：l辺三三目標宗主Ii ~標的
ミ：ii6年ミ度末 <27年度末）＞!(29年度〉柱穴

協定の｜ 協定の

適IE管理｜ 適正管理主

置災害時帰宅支援ステーションの濁知（ ii ) 

災害発生により公共交巡機隠が不通となった際、多くの人が徒歩で帰宅

すると考えられることから、災害時帰宅支援ステーションについて、協定

事業者を通じての周知などを翻る。

ステッカ一等の配布

三三現状：のi《；侵擦に二；；·······1 下•13穣民：ょ
予；tZ6l手段求J子会｜た（.27年度末i必：（29年度来）／

毎年、継続｜ 毎卒、継絞 i毎年、継続

的に実施 i 的に笑施｜ 的に爽施

国主要観光地の防災対策にかかる課題検討の場づくり（再掲） ( ii ) 

綴光事業者や観光関係団体、市町等が主体的に観光地の防災対策に取り

組むことができるよう、情報提供や避難誘導、帰宅支援など観光客の安

全・安心安機保するための課題検討を行う場を設けることにより、具体的

な対策を促遂する。
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紡災対策昔日

（他の取組主体）

事業者

防災対策部

（他の取組主体）

事業者

防災対策部

耳事用経済部

（他の取組主体）

事業者

市町



.大規模移送にかかるバス事業者との連携（手干潟）（皿）

観光客等帰宅問疑者や避難者の大規模移送に対応するため、パス事業者

等との協定に基づき、防災訓練等を実施するなど、緊密な連携を構築し、

災害時における輸送手段の磁保を図る。

パス毒事業者等との遼携体制の機

築

沿い現状こが
づ＞(:i6年度末）

協定締結
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防災対策部

（他の取組主体）

事業者



(18）避難生活の支援体制の充実

風水害被害の規模が大きく復旧！こ時間を婆ずるような揚合、帰ちのめどが
立たず、避難所生活が長期｛じすることが予怒されますq

避難生活において避難所運撲が円滑に進むよう、「三重県避難所運営マこユ
アル策定指針Jの活用促進を通じて、住民主体の体制づくりを進めます。
また、避難所等における障がい者の椙談体制の確保、栄養や食生活への支

援、多言語による情報提供、衛生管理体制の確保に向けた取組のほか、応急

仮設住宅を確保するだめの取組についても進めていきます

（他の取組主体）

防災対策部

j県民

庫三重県避難所運営マニュアル策定指針の活用促進（再掲）［麓点J(i ) 

東日本大震災の教献をふまえ、さまざまな避難者に対応するため、平成

24年度に改定した「三重県避難所運営マニュアノレ策定指針Jの活用促進

を隠る。 事業者

ず

j市

健康福祉部

（他の取組主体）

脳福祉避難所の指定等の促進（再掲） ( i ) 

市町における綴校避難所の指定、社会綴祉施設等との協定締結、福祉避

難所の代替となる災復時要援護者の避難場所の磯保を促進する。 市町

25市町
福祉避難所または代務避難場所

確保市町数

（他の取組主体）

健康福祉部

事業者

周介護保険施設（特別養護老人ホーム調介護老人保健施設）の根互支援

協定の締結促進（再掲） ( i ) 

災害時において、施設問で入所者の避難等の相互支援が円滑に行われる

よう紹互支援協定の締結合促進する。

夜目緩三：；；：；；：
:c29年度末7···•· 

100協

二三二：現状認j以
♂(26年度栄？ご

6.8拡

(25年度末）
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・三重県災害時栄養”食生活支援活動ガイドラインの活用促進（ i ) i健康福祉部

東日本大渓災の教訓をふまえ、災害時の保健活動における栄養・食生活 I＜他の激組主体）
支援活動を迅速かつ効果的に燥機するため、平成 24年度に初版を策定し i 市町

た「三重県災害時栄養・食生活支援活動ガイドラインjのj活用促進安殴る。

ガイドライン活用を促す研修等合

行った市町数

>(26~若手； I：為替迄
28市町

(25年度末）
2宮市町

怠標
(29年度末）

29市町

・給食施設災害時体制づくりの推進行） ｜健康福祉部

給食施設巡回・集鴎指導の機会を活用して、災害時給食マニュアルの整｜（他の取総主体）

備状況の把援及び整備への指導・助言を行う。 ｜ 事業者

）現状…
(26年度来）〉

79,0出

(25年度末）

話； El緩τ；ヨ三で7扇議二
以匁笈皇室じjふ笠E笠室主と

85.0略 100略

際 f避難所情報伝達キットー絵表示・多言誇つ・た・わ・るキットJの活用

促進（潟掲） ( i ) 

避難所を管磯・i墜営する立場にある行政援当者や自治会及び学校関係者

等と、避難所の運営に関わる避難住民などが、ピクトグラム（絵文字）や

多言語表示シート等を用い、外閑人被災者に避難所生活で必要な基本とな

る情報（場所やルール等）を伝えるために作成した避難所情報伝達キット

の市町への普及を防災訓練や研修在通じて行う。

「避難所情報伝達キットjを活用し

た防災訓練実施阪数

だ：；；現状泳三I：ぶ跨篠山1ぷι目標ヘ
ペ26.年度末ぷ1九27年度来ドj三［弱年度末い

2限／年 2凹／年 2問／年
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環境生活部

｛他の取組主体）

市町



S避難所や救護所における医療ニーズの収集方法の検討（体制、ルール

作り）（再掲） ( i ) 

滋難所や救護所において医療行為が必婆な避難者を把握する方法や、医

療救護軍IIの派遣が必要と判断される避難所の決定方法など、事前の体制検

討やルールづくりを行う。

ら現状＇＇＜
…（i6年度末）

地域ごとに

1回／年
(25年度末）

二＝お標工＼二Iぷ：：琵襟三三
(27年度末J山i三つ（29年度末ド

地域ごとに i地域ごとに

1回／年 I 1回／年
地域災害H笈療対策会議開催数

健康福祉部

（他の取組主体）

事業者

健康福社部.避難所での衛生管理体告IJの篠保（持掲） ( i ) 

避難所における歯科医療救護等に対応するため、地区備科医師会と市町 Ic他の取総主体）
との協定締結を促進する。 I 市町

戸U現状二介： I ＼.：＜~主襟
•.•. (26年度末） r <2灯年度末）叶ユc29年度末）

8市町地区1翁科医師会と協定を締結して

いる市凹了数
10市町 15市町

(25年度末）

・応急的な住宅の篠保（応急仮設住宅） ( i ) 

災答救助法に慕づく応急仮設住宅の供給が円滑に行えるよう、県・市町

担当者会議室等を通じて、討す田Tにおける主主設候補地の選定や台帳整備等準備

作業を促進する。

）：
f
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目
当
一
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一
－日
～一人一一人一

（一一一位指↑

穣
喰
一
風

界、土整備部・応急的な住宅の確保（一時提供住宅） ( i ) 

健康福祉部

県土整備部

（他の取組主体）

市町

災害救助法での対応以外の応念、期に必要な住宅の供給を円滑に行うた I（他の取組主体）
めの手順を整獲したマニュアノレを作成するo ｜ 市昨
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• rみえ災害持多言語支援センターj を通じた支援の実施（再掲） (i ) 

さまざまな主体の連携・協力による「みえ災害時多言語支援センターj

を通じて、多言穏による情報提供、タト溺人住民からの問い合わせへの対応

等を行う。

多言語情報提供を想定した殴 t
訓練の実施限数

三三ミ現状＇ i三iと目標日J；止：玄関穣＼＇！.
グ＼26年度末） J,0(27年度末J<.{(29年度末か

1問／年 11窃／年 1回／年

圃男女共隠参酒の視点を持った相談対応への支援（再掲） ( i ) 

災答時に市町等において男女共同参阪の視点を持った相談対応告と行え

るよう、ミ三E重県男女共同参！商センターが専門的知見を活かし、相談対応に

鑓するマニュアルを作成するとともに、 l]Za寺からの普及を図る。

三→三現状三
…（26年度末）

検討者手

田災害時支援活動団体への支援（ i ) 

心目標ェー
（忽鰭混
作成完了

日図書吾川
(2！）年度末）

被災者の多様なニーズに対応できる専門性の商いNp Oを発撚・育成す

るとともに、災苦手時の支援活動に意欲と能力があるNp Oと事前に協定を

締結し、迅速に被災者を支援する体制を拡充する。

ャ主主主戸：I'｛~｝~~； I i;Iふ普＇i);
防 ~i1i~I 調体i 四体

．『ペットの防災対策ガイドライン」の策定・普及（ i ) 

ベットの銅し、主が平常時から備えるべき対策や飼い主資任を基本とし

た同行避難について県民に啓発するため、 fベットの防災対策に関するガ

イドライン」を策定し、普及を図る。

',.i.渓荻Tjて芯F闘：三弓長1償援；；；：：；；二
・・(26年度末〕iiむ（27年度末引斗＇＜（ 29年度末）

説明会開催

(25年度末）
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策定完了

環境生活部

（他の取組主体）

市町

環境生鴻部

健康福社部

環境生活部

（他の取組主体）

事幾者

健康擬制二都

（他の取組主体）

市町



3 復活・復興対策

風水害からの復旧は、浸水した建物や家財道奥の清掃・溌棄、堆積した土砂

の撤去など、県民の皆さんがElら対応する活動が多くあります。

早期に、ライフラインや生活環境の復旧を図るととちに、ボランティアによ

る支援体制を整備するなど、復旧に向けた活動を支援していくことが必要で

す。

さらに、生業の再建や雇用の確保など、復旧後を視野に入れた取組ち進めて

いくことが必要です。

「ライフライン・生活環境の復旧対策の推進j、「ボランティア活動支援体制

の充実ム「被災者の生活湾建支援Jなど、被災後の生活環境の悶復や生活湾建

への支援など、災害から立ち麗り、平穏な生活を取り戻すため、事前に講ずべ

き対策に取り総みます。

19 ライフライン・生活環境の復旧対策の推進

20 ボランティア活動支援体制の充実

21 被災者の生活再建支援

(19）ライフライン・生活環境の復！日対策の推進

風水害の発生時には、電力・ガス・通信・上下水道といつだライフライン

機能に障害が発生することが予想されます。県民生活の回復にはライフライ

ンの復旧が欠かせません。

訓練などを通じて、ライフライン事業者や管理者との連携や連絡体制の強

化を図るなど、仮復旧・本格復旧を早期に実施するだめの対策を進めます。

また、災害廃棄物の処理を適正かつ迅速に行うため、県災害隣棄物処環計

画を策定するとともに、市町計画が策定されるよう取組を進めていきます。
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沼市町水道事業者の応急給水体制の情報共有（ i ) 

「三重~~県水道災害事広域応援協定j に基づく応念給水活動が迅速かっ円滑

に爽施できるよう、市町の応急給水体制（給水拠点、確保できる水量室、保

有する資機材等）について、事前に情報の共有を関る。

；：ω空2手j一：i
66.oo/o I 100 也

a水道における危機管理体制の強化（iv)

「三重県水道災害広域応援協定Jに主主づく応援体制の充実を図るため、

市町ーと連携した訓練等を実施する。

寸～い ι現状二三：ぷi山ユ勺γ自標以：jι

(26年度末）幻ii初年度恥… H ＼~ll 年度末〆
4§］／年 l

(25年度末） 3間／年 3§］／年

・ライフライン関係機関との災害復旧シナリオの共有印）

災f害時におけるライフライン機能の維持確保、ネ期復旧を殴るため、ラ

イフライン関係機関（驚カ、ガス、通信、水道、鉄道、パス等）との問で、

訓練の実施など、災害復旧シナヲオ等の共有をほlる。

1回以上／年11回以上／年

霞災害廃棄物処環計爾の策定（ i ) 

発災後、災害廃棄物の処理念適正かっ迅速に行うために、すべての市町

で災害害廃棄物処理計衝が策定されるよう取組を行う。また、策定済の 21

市町についても、国災害i姦棄物対策指針に沿った見渡しを進める。

言十爾策定市町数

集計閣の策定

::;G絵＇ill:;:i~7~劃益藍~····
21市町

(25年度末）

策定完了
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29市町

環境生汚部

（他の散総主体）

市町

食業庁

（他の耳主総主体）

市町

紡災対策部

（他の取級主体）

事業者

環境生活部

（他の取総主体）

市町



α0）ボランティア活動支援体制の充実

風水害により家屡等が被災し1三際、自宅内の清掃や土砂の撤去、まだ避難
所での生活支援など、ボランティアによる支援活動は、被災者にとって大き
な支えとなります。
そこで、被災地のニーズの把握や被災地への情報提供、県内外からのボラ

ンテイアの受入など、ボランティア活動が円滑かつ効果的に行えるよう、支
援体制の整備を進めます。
まだ、災察時に発生する多様なニーズに対応するだめ、研修や訓練を遜じ

て災害時に支援活動を行う間体の連携強化にち取り総みます

量災害時のボランティア受入体制のま華僑（再掲） ( i ) ｜健康福社部

然内外からのボランティアを円滑に受け入れるため、県域の計1磁やマニ！環境生活部

ュアノレ等合作成するとともに、際係者と十分な共有念行い、実効性のある I＜他の取総主体）
受入体制を整備する。 I 市町

また、市町や社会福祉協議会、災答支援団体等との意見交換を通じて、

地域におけるマニュアルの空襲備等平常時からの体制強化を促す。

九日目標んv
: fa百年度米）
現地センター
の迅速な立ち
上げ体制の
殺儲完了

受入体制のき整備

県域のマエュ
アノレ整備に者

平している
(25年度末）

日ィ……

r一
の
ル
了

一
九
宋
で
ア
完

盟
加
茂
町
コ
綴

J
1

…白川一玄

限災害時のボランティア活動に関する漆携強化（手干潟） ( i ) 

災害時にみえ災害ボランティア支援センタ｝を迅速に立ち上げ、支援活

動を行うため、構成する幹事団体のほか、実践的な研修や訓練等の実絡に

より、市町役会福社協議会や災害支援筏体、 Np O等による「産震の見える

関係づくり j 宏君主める。

民一昨
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健康福祉部

紡災対策部

環境生活部

（他の取組主体）

県民

事業者

市町
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B災害時支援活動団体への支援（再掲） ( i ) 

被災者の多様なニーズに対応できる専門性の商いNp Oを発揚・育成す

るとともに、災害時の支援活動に意欲と能力があるNp Oと事前に協定を

締結し、迅速に被災者を支援する体制を拡充する。

た現状九
一（26年度末以

1団体
(25年度末）
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ぶ目標；；；；；！I仇沼襟；.！＞

) c2t'年度お I•.；イcz9年度末ゲ

3団体！ 咽体

健康橋祉部

環境生活部

（他の取組主体）

事業者



α1)被災者の生活再建支援

発災前の平穏な生活を取り戻すためには、避難所や応急仮設住宅での生活
を早期に解消し、雇用と収入の確保など県民生活の早期再建を支援する必要
があります。
健康支援など被災者からの椙談体制の構築、被災地での生業の再建、事業

者向け融資制度にかかる情報提供など、必要な取締を進めます

（他の取組主体）

健康福祉部

同
町市

益三重県災害時保健飾活動マニュアルの活用促進（再掲） ( i ) 

災害事時における健康支援活動は、迅速・安全・約確に行うこと、また災

害が長期化した場合は、生活環境の変化等による公衆衛生的な側面から継

続した支援活動が必要害となることから、東日本大震災の教訓もふまえ、平

成 25年3月lこ改訂した「三重県災害時保健締活動マニュアノレj を活用し

た研修会または訓練を実織する。

困撲ぷ
年度末）

29市町

必三現状 問機；：ミヨー ～

24市町e

(25年度末）
15rj行田T

マニュアルを活用した研修または

訓練への参加市町数

市町

（他の取組主体）

健康福祉部瞳三重県災害時栄養・食生活支援活動ガイドラインの活用促進（再掲）
( i ) 

東日本大震災の教訓をふまえ、災害害時の保健活動における栄養・食生活

支援活動さと迅速かっ効果的に展開するため、平成 24年度に初版を策定し

た「三重県災害時栄養・食生活支援活動ガイドラインjの活用促進会関る。

当黒色；j村~7~君主：：Iネ号弘：
28市町

(25年度末）
29市町29討す町

ガイドライン活用を促す研修等告と

行った市町数

E災害時こころのケア活動マニュア）I,の活用促進（再掲） ( i ) 

被災者への保健活動は、こころのケアの機点を持って行うことや、心的

外傷後ストレス障害芸（PTSD）等の精神疾患の予防のため、継続した支

援活動が必要になることから、平成 25年8）ヨに策定した「災害害時こころ

のケア活動マニュアノレjの活用を図る。

（他の取組主体）

健康福111:官官
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こころのケア活動研修会への参加

市町数
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・ii::業向け防災対策融資制度の周知（再掲） ( i ) 防災対策部

企業が防災・安全対策に取り組むために必嬰な資金について、融資総度｜療用経済部

の周知や各種情報を提供する。
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闘農業版B CPの策定（iv) ！農林水渡部

大規模災害発生時において被災が予想される燦業において、燦業者や際

係者の逮携のもとに、災害発生後に早期に営燥を再開するため必要となる

業務やそれに向けた体制をあらかじめ検討・共有し、「農業版BC PJを

策定する。
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富農林水庭業者への共済制度等の隠知（iv)

！泉内燦林水康業者への共済制度等の周知や各種情報を提供する。

農林水産部

以現状…～
：忽控産主主

1回／年

泳三目標三
山（27年度末） • 時一昨1図／年

・被災農林水産業者の経営再建資金制度の隠知（ i ) 

被災した県内農林水産業者への融資総皮の周知や各穣情報を提供する。

農林水産部

～～現状川
辺竺空室強ζ

1回／年

よ.・・・・；下回猿：ST可欠壬：困撲？ム
/(2tl宇度末l•I下ω年度末jX

1回／年 I 1沼／年
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